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開会 午前１０時００分

◎開会宣告

〇議長 東 英男君 おはようございます。ただいまから平成２７年第１回砂川市議会定

例会を開会します。

◎開議宣告

〇議長 東 英男君 本日の会議を開きます。

◎日程第１ 会議録署名議員指名

〇議長 東 英男君 日程第１、会議録署名議員の指名を議題とします。

会議録署名議員は、会議規則第７８条の規定により、土田政己議員及び水島美喜子議員

を指名します。

本日の議事日程並びに議長の諸般報告は、お手元に配付のとおりであります。

◎日程第２ 会期の決定

〇議長 東 英男君 日程第２、会期の決定を議題とします。

お諮りします。

今定例会の会期は、本日から３月１７日までの９日間にしたいと思います。ご異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、会期は９日間と決定いたしました。

◎日程第３ 主要行政報告

〇議長 東 英男君 日程第３、主要行政報告を求めます。

市長。

〇市長 善岡雅文君 （登壇） 前回の定例市議会以降における主要行政について報告を

申し上げます。

７ページ、総務部市長公室課の関係では、３点目の砂川市新年交礼会について、１月７

日、砂川パークホテルにおいて開催し、２７７名の参加をいただいたところであります。

次に、８ページ、政策調整課の関係では、４点目のスマートインターチェンジの設置に

向けた取り組みについて、（１）、スマートインターチェンジ施設名称決定通知書の受理

では、１２月２６日、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構よりスマートインタ

ーチェンジの施設名称を「砂川ＳＡスマートインターチェンジ」とする決定通知書を受理

したところであります。

次に、５点目の砂川市まち・ひと・しごと創生本部について、砂川市において人口減少
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問題への対策の総合的な企画、調整及び全庁的な推進を図るため、砂川市まち・ひと・し

ごと創生本部を設置いたしました。また、１月２０日に第１回会議を開催し、地方人口ビ

ジョン・地方版総合戦略の概要、地域住民生活等緊急支援のための交付金等について協議

したところであります。

次に、９ページ、６点目の国の補正予算に伴う地域住民生活等緊急支援のための交付金

について、２月２６日、国の平成２６年度補正予算において、地方への好循環拡大に向け

た緊急経済対策として地域住民生活等緊急支援のための交付金が創設されたことに伴い、

本交付金を活用するため実施計画を策定し、空知総合振興局を通じて内閣総理大臣に提出

したところであります。

次に、１２ページ、市民部社会福祉課の関係では、１点目の生活困窮世帯年末見舞金の

支給について、１２月に民生児童委員を通じて８７世帯に支給したところであります。

次に、２点目の臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金並びに砂川市まごころ商

品券事業について、いずれも昨年７月１０日から１２月３０日を申請期限として受け付け

を行ったものであり、（１）、臨時福祉給付金では３，１６１件の申請に対し３，１４１

世帯、４，１８２人に総額５，６０８万円を交付し、支給率は当初予算見込み数比８９．

０％となったところであります。（２）、子育て世帯臨時特例給付金では１，０１５件の

申請に対し１，００３人、対象児童数１，６５９人に総額１，６５９万円を交付し、支給

率は当初予算見込み数比９４．５％となったところであります。（３）、砂川市まごころ

商品券では３，１２１件の申請に対し３，０９９世帯、４，１３４人に総額１，２４０万

２，０００円を交付し、支給率は当初予算見込み数比８８．０％となったところでありま

す。

次に、２１ページ、建設部建築住宅課の関係では、５点目のすながわハートフル住まい

る助成金について、各事業の１１月から１月までの交付件数及び交付金額は、（１）、永

く住まいる住宅改修助成事業は１２件、２６５万７，０００円、（２）、まちなか住まい

る等住宅建設、または購入助成事業は７件、３８１万１，０００円、（３）、高齢者等安

心住まいる住宅改修助成事業は１件、３万７，０００円、それぞれ交付したところであり

ます。

次に、６点目の老朽住宅除却費助成事業について、１１月から１月までの交付件数は２

件、交付金額は２６万７，０００円を交付したところであります。

次に、７点目の住宅用太陽光発電システム導入費助成事業について、１１月から１月ま

での交付件数は１件、交付金額は２０万円を交付したところであります。

次に、２３ページ、市立病院の関係では、２点目の附属看護専門学校受験状況について、

平成２７年度の推薦入学試験は１０月２２日、応募者１４名に小論文・面接試験を実施し、

１０月２９日に１４名全員の合格を発表いたしました。また、一般入学試験は、１月１５

日に１次試験、１月２８日に２次試験を実施し、１月３０日に３１名の合格者を発表した
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ところであります。

以上を申し上げまして、主要行政報告といたします。

◎日程第４ 教育行政報告

〇議長 東 英男君 日程第４、教育行政報告を求めます。

教育長。

〇教育長 井上克也君 （登壇） 前回定例会以降におきます教育行政の主な内容につき

ましてご報告申し上げます。

初めに、学務課所管について申し上げます。１点目の公立高等学校入試出願状況につい

てでありますが、２月１３日、北海道教育委員会は出願変更後の平成２７年度の公立高等

学校入試出願状況を公表いたしましたが、本市が所属する空知北学区の出願状況は次のと

おりであります。表は、左から学校名、学科、間口数、定員数、出願数、定員対比、備考

であり、上段、砂川高校は普通科、間口数４間口、定員数１６０名に対し出願数は９０名、

定員対比は７０名の減であります。滝川高校以下、深川東高校までは記載のとおりであり、

空知北学区の合計は間口数３１間口、定員数１，２４０名に対し、出願数は１，０７３名、

定員対比は１６７名の減であります。以上のとおり、砂川高校（普通科単位制）の出願状

況は７０名の定員割れとなっております。空知北学区内の普通科の出願数は、募集定員７

６０名に対し出願数は６４９名で、１１１名の定員割れとなっております。

２点目の平成２６年度全国学力・学習状況調査の結果についてでありますが、北海道教

育委員会が公表いたしました平成２６年度全国学力・学習状況調査結果報告書を受け、砂

川市教育委員会では砂川市全体の分析を行い、教育委員会、校長会、教頭会等に報告を行

いました。

２ページをごらんいただきます。社会教育課所管について申し上げます。１点目の成人

式についてでありますが、１月１１日、地域交流センターゆうにおいて、第６７回成人式

を開催し、本年度の成人対象者１６２名中１２３名の出席がありました。１０月より新成

人による世話人会を発足させ、受付、オープニングタイム、式典、交流タイムの内容等に

ついて協議するとともに、当日も進行を務めるなど、世話人が中心になって企画運営を行

い、出席した新成人にとって思い出に残る成人式となりました。

２点目のジャリン子冬体験塾（ワカサギ釣り）についてでありますが、２月７日、砂川

オアシスパークにおいて、すながわ子どもセンター協議会と石狩川振興財団が主催し、８

６名の親子、関係者の参加で開催いたしました。当日は、氷の下からワカサギが釣り上が

るたびに歓声が上がるなど、楽しさの中で自然の大切さや環境を守る心を育む体験学習と

なりました。

続きまして、公民館所管について申し上げます。１点目の手芸教室についてであります

が、１月１３日、公民館において子供１２名、大人４名の合計１６名の参加を得て開催い
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たしました。当日は、公民館グループ・サークルの「銀の布」が講師となり、市が行って

いる高齢者見守り事業のキャラクターである「みまもりんご」のマスコットを制作し、さ

まざまな世代が交流する中で手芸の技術を習得するとともに、見守り事業への関心を高め

ました。

続きまして、スポーツ振興課所管について申し上げます。２点目の歩くスキーコースの

開設についてでありますが、陸上競技場、日の出サッカー場及び軟式野球場にかけて、１

周５００メートルと１キロメートルの歩くスキーコースを１月１０日から開設いたしまし

た。積雪の状況を見ながら、３月中旬まで開設予定であります。なお、スキー、ストック

及び靴は無料で貸し出し、総合体育館玄関に常設しております。

以上を申し上げまして、教育行政報告とさせていただきます。

◎日程第５ 報告第１号 専決処分の報告について

〇議長 東 英男君 日程第５、報告第１号 専決処分の報告についてを議題といたしま

す。

提案者の説明を求めます。

教育次長。

〇教育次長 和泉 肇君 （登壇） 報告第１号 専決処分の報告についてご説明申し上

げます。

地方自治法第１８０条第１項の規定により議会において指定されている下記事項につい

て、別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第２項の規定によりこれを報告する

ものであります。

裏面をお開きいただきたいと存じます。専決処分の内容でありますが、駐車場内におけ

る防犯灯電球落下による事故損害賠償金の額を下記のとおり決定し、支払いをしたもので

あります。事故発生年月日は、平成２６年１１月４日火曜日、午前１１時から１２時の間。

事故発生場所は、砂川市西８条北３丁目１番１号、砂川市公民館北側駐車場であります。

相手方住所、氏名、相手方車両名は、記載のとおりであります。事故の概要は、公民館北

側駐車場内に設置されている防犯灯の電球部分が強風にあおられて落下し、その際近くに

駐車していた相手方車両のフロントガラス、フロントピラー、フェンダー、ドアミラー等

が電球のガラス片等により破損した事故であります。過失割合は、当市が１００％、相手

方がゼロ％で、賠償金は３８万２，７２０円であり、専決処分年月日は平成２６年１２月

１６日であります。支払い先は、砂川市空知太東１条５丁目１番１５号、マツダオートザ

ムＶＩＡ１２、有限会社新十津川商事であります。賠償金につきましては、全国市長会市

民総合賠償保険から全額の３８万２，７２０円が補填されるものであります。

以上、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 これより質疑に入ります。
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質疑ありませんか。

小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 （登壇） 今回の専決処分ですけれども、公民館の北側駐車場にあった

防犯灯ということなのですけれども、その電球部分で、かなり大きな賠償金になっている

のですけれども、まず北側駐車場ってどういう、それからこの防犯灯っていうのは、大体

普通町内会で防犯灯というのですけれども、そういうものとはまた全然違うようなものだ

ったのか、その後の処理はどういうふうに行われているのかをお伺いします。

〇議長 東 英男君 教育次長。

〇教育次長 和泉 肇君 （登壇） まず、北側駐車場の位置関係でございますけれども、

公民館の建物がありまして、すぐ北側の横に自転車の駐輪場がございます。そこの部分に

立っていた防犯灯でございます。ここの駐車場につきましては、主に職員あるいは公用車

の駐車をしている場所であります。

次に、防犯灯の内容でございますが、これにつきましてはまちなかの防犯灯とは若干位

置づけが違うといいますか、公民館独自で公民館建設時に設置した防犯灯でございます。

それから、修理につきましては、主に高額となった部分につきましては代替の車を借り

上げる金額がこの中では大きくなっているところでありますし、この防犯灯につきまして

は防犯灯自体の根本が腐食していて、その後に倒壊しております。これにつきましては撤

去してございます。

〇議長 東 英男君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 ちょっと想像がつかないというか、きょう、朝公民館の駐車場を見てき

て、北側ってそこだなと。でも、一つもそれがないので、ただ駐車場には防犯灯というの

か、街路灯というのかわかりませんけれども、また２本ほどあるのですけれども、それと

同じような形のものだったのかどうかなのですけれども、そもそもが同じものだとすれば

いつごろに立ったものなのかをお伺いしたいと思いますけれども。

〇議長 東 英男君 教育次長。

〇教育次長 和泉 肇君 公民館駐車場内に設置してあるものと全く同一のものでござい

まして、建設当時でございますので、昭和５６年ごろに設置したものでございます。

〇議長 東 英男君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 そうすると、相当灯部は重たいものですよね、あれ。ガラスか何かで、

すごく豪華にはできているのだけれども、あれが腐食でもし始めたらえらいことだなとい

うふうには思います。それと同じようなものが市役所の前にもあったりするのですよね。

多分同じような時期で、もしかすると同じような事故が起こるかもしれないというふうに

も思いますし、あんな大きなものが車だからよかったけれども、もし人にでも当たったら

本当に大変なことになるなというふうな実感をしているのですけれども、それらのものと

いうのは今回は撤去されている。それ以外のものというのは検査されたり、今後の対応と
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いうのはどういうふうにされているのかをお伺いします。

〇議長 東 英男君 教育次長。

〇教育次長 和泉 肇君 本件事故が発生して、直ちに他の防犯灯につきましても業者を

呼びまして点検をいたしました。必要に応じて根元等が腐食しているものにつきましては、

直ちに撤去したところであります。

〇議長 東 英男君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

以上で第１号の報告を終わります。

◎日程第６ 議案第１号 平成２６年度砂川市一般会計補正予算

議案第２号 平成２６年度砂川市国民健康保険特別会計補正予算

議案第３号 平成２６年度砂川市下水道事業特別会計補正予算

議案第４号 平成２６年度砂川市介護保険特別会計補正予算

議案第５号 平成２６年度砂川市後期高齢者医療特別会計補正予算

議案第６号 平成２６年度砂川市病院事業会計補正予算

〇議長 東 英男君 日程第６、議案第１号 平成２６年度砂川市一般会計補正予算、議

案第２号 平成２６年度砂川市国民健康保険特別会計補正予算、議案第３号 平成２６年

度砂川市下水道事業特別会計補正予算、議案第４号 平成２６年度砂川市介護保険特別会

計補正予算、議案第５号 平成２６年度砂川市後期高齢者医療特別会計補正予算、議案第

６号 平成２６年度砂川市病院事業会計補正予算の６件を一括議題といたします。

各議案に対する提案者の説明を求めます。

総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 （登壇） 議案第１号 平成２６年度砂川市一般会計補正予算

についてご説明を申し上げます。

今回の補正は第６号であります。

第１条は、歳入歳出予算の補正であります。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３

億５，８３４万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１２１億８，５１

４万１，０００円とするものであります。

第２条は、繰越明許費であります。８ページ、第２表、繰越明許費に記載のとおり、国

の地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策に沿った、平成２６年度補正予算に基づく地

域住民生活等緊急支援のための交付金を活用するホームページシステム導入事業のほか９

事業及び宮川中央団地屋根・外壁改善工事について、平成２７年度に繰り越しをするもの

であります。

第３条は、地方債の変更であります。９ページ、第３表、地方債補正に記載のとおり、
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公営住宅建設事業債から臨時財政対策債までについて２億２，９３０万円を補正し、補正

後の限度額を１２億８，５９０万円とするものであります。

それでは、歳出からご説明いたしますが、国の補正予算によるもののほか、多くが決算

見込みによる事業費の確定によるものでありますので、主なもの並びに二重丸及び説明に

アンダーラインを付してある新規事業を中心に説明をしてまいります。

７８ページをお開きいただきたいと存じます。２款総務費、１項１目一般管理費で一つ

丸、ふるさと応援寄附金に要する経費のうちふるさと応援寄附金謝礼２２４万７，０００

円の補正は、寄附件数及び寄附額の増によるものであります。

同じく２目文書広報費で一つ丸、ホームページに要する経費のうちサーバー移行委託料

３８万９，０００円の補正は、レンタルで利用しているサーバーの保守期間の終了に伴い、

新たなサーバーへの設定等の委託を行うものであります。同じく二重丸、地域住民生活等

緊急支援事業（地方創生先行型）に要する経費のホームページシステム導入事業６７９万

９，０００円の補正は、市のホームページを誰もが支障なく利用できるとともに、スマー

トフォンにも対応したホームページとすることで観光客等に向けた情報発信を進めるため

の取り組みであり、高齢者や障害者などにも配慮し、また迅速な更新を行うことができる

システムを導入する経費であります。

次に、８０ページ、５目財産管理費で一つ丸、財産管理に要する経費のうち社会福祉事

業振興基金積立金１，５７７万５，０００円、まちづくり事業基金積立金２，９４６万７，

０００円の補正は、寄附金を各基金に積み立てるものであり、財政調整基金積立金２億１

６０万１，０００円の補正は、財源調整を行うため財政調整基金へ積み立てるものであり

ます。

次に、８２ページ、６目企画費で二重丸、地域住民生活等緊急支援事業（地方創生先行

型）に要する経費の地方版総合戦略策定事業６００万円の補正は、まち・ひと・しごと創

生法に基づく地方人口ビジョン及び地方版総合戦略を策定するための人口分析等の調査、

計画書の作成などの経費であります。

次に、８４ページ、１０目市民生活推進費で二重丸、滝川美唄線バス運行に要する経費

の収支不足額補償金６２万３，０００円の補正は、北海道中央バスが運行する滝川美唄線

において、平成２５年１０月１日から平成２６年９月３０日までの１年間において新たに

収支不足が発生したことから、国庫補助金などを差し引いた赤字補填対象額１５９万２，

０００円について砂川市、滝川市、奈井江町、美唄市の路線距離数に応じた砂川市の負担

率３９．１％に基づき負担するものであります。同じく二重丸、滝川奈井江線バス運行に

要する経費の収支不足額補償金１１万４，０００円の補正は、北海道中央バスが運行する

滝川奈井江線において、平成２５年１０月１日から平成２６年９月３０日までの１年間に

おいて新たに収支不足額が発生したことから、国庫補助金などを差し引いた赤字補填対象

額１８万２，０００円について砂川市、滝川市、奈井江町の路線距離数に応じた砂川市の
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負担率６２．３％に基づき負担するものであります。

次に、８６ページ、１３目まちづくり推進費で二重丸、地域公共交通の検討に要する経

費の地域公共交通会議負担金３３８万３，０００円の減額は、乗り合いタクシーの実証調

査運行の運行結果などによるものであります。同じく二重丸、地域住民生活等緊急支援事

業（地方創生先行型）に要する経費のスマートインターチェンジ利用促進事業６１万６，

０００円の補正は、スマートインターチェンジの利用促進を図る広報活動を行うための取

り組みであり、市内各施設のほか道の駅、サービスエリアなどで使用するポスター、チラ

シ、車両用マグネットシートなどを作成するものであります。

次に、８８ページ、２項１目徴税費で一つ丸、市税の賦課事務に要する経費のうち標準

宅地時点修正委託料５万４，０００円の補正は、北海道が実施した平成２６年７月１日時

点の地価調査において市内の全調査地点で地価の下落が見られたことから、適正評価のた

め標準宅地５地点の鑑定評価を行うものであります。

次に、９４ページ、３款民生費、１項１目社会福祉総務費で二重丸、臨時福祉給付金給

付事業に要する経費のうち臨時福祉給付金５８９万５，０００円の減額は、給付実績によ

るものであります。

次に、９６ページ、一つ丸、福祉センター運営費補助金のうち施設維持管理補助金２５

６万４，０００円の補正は、設備の破損により実施した福祉センター玄関スロープのロー

ドヒーティング改修工事などによるものであります。同じく一つ丸、障害者福祉システム

に要する経費のシステム改修委託料２９万２，０００円の補正は、障害福祉サービス、地

域相談支援、障害者通所支援の利用者についてサービス等利用計画等の作成等の体制整備

を進めるため、利用者の給付実績データの集計、分析機能を付加する改修を行うものであ

ります。同じく二重丸、地域住民生活等緊急支援事業（地域消費喚起・生活支援型）に要

する経費のまごころ商品券発行事業２，２１６万３，０００円の補正は、消費税率等の引

き上げ、生活経費の増加等により影響を大きく受ける低所得者に対し、生活支援のため１

人当たり４，０００円の商品券を交付するものであります。

次に、９８ページ、２目知的障害者福祉費で一つ丸、知的障害者自立支援に要する経費

のうち自立支援給付費４，０１５万４，０００円の補正は、生活介護、グループホームな

どの利用者の増などによるものであります。

同じく３目身体障害者福祉費で一つ丸、身体障害者自立支援に要する経費のうち自立支

援医療費１，１９８万７，０００円の補正は、療養介護医療費の自立支援給付費からの移

行及び高額受給者によるものなどであり、自立支援給付費６１８万４，０００円の減額は、

療養介護医療費の自立支援医療費への移行などによるものであります。

次に、１００ページ、４目精神障害者福祉費で一つ丸、精神障害者自立支援に要する経

費のうち自立支援給付費１，７１４万３，０００円の減額は、就労移行支援などの利用者

の減によるものであります。
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同じく５目老人福祉費で一つ丸、老人施設措置に要する経費の施設措置費５４０万２，

０００円の減額は、養護老人ホームの利用者の減によるものであります。

次に、１０２ページ、２項１目児童福祉費で一つ丸、児童の養育に要する経費の児童手

当３８５万円の減額は、受給対象児童数の減によるものであります。次に、１０４ページ、

一つ丸、乳幼児等医療に要する経費のうち医療費扶助４０１万４，０００円の減額は、受

診件数の減などによるものであります。同じく一つ丸、障害児対策に要する経費のうち障

害児施設給付費２２３万８，０００円の補正は、放課後等デイサービスの利用者の増など

によるものであります。同じく一つ丸、障害児自立支援に要する経費のうち自立支援医療

費２５２万９，０００円の減額は、受給者の減によるものであります。同じく一つ丸、障

害児地域生活支援に要する経費のうち日中一時支援事業委託料２２６万２，０００円の減

額は、利用者の減によるものであります。

次に、１０８ページ、２目母子父子福祉費で一つ丸、ひとり親家庭等医療に要する経費

のうち医療費扶助３２１万５，０００円の減額は、１件当たりの費用の減などによるもの

であります。

同じく３目保育所費で一つ丸、乳児保育に要する経費のうち代替保育士等賃金２７３万

２，０００円の減額は、利用者の減によるものであります。次に、１１０ページ、二重丸、

地域住民生活等緊急支援事業（地方創生先行型）に要する経費の保育環境整備事業６２５

万９，０００円の補正は、子育て支援の拠点施設である保育所の保育環境の充実を図るた

めの取り組みであり、空知太保育所屋外遊具設置工事費は大型のコンビネーション遊具を

設置するものであり、備品購入費は各保育所の屋内遊具、椅子などの購入費であります。

同じく３項２目扶助費で一つ丸、生活保護費のうち医療扶助３，６２０万５，０００円

の減額は、受給者及び１人当たりの医療費の減によるものであります。

次に、１１２ページ、４款衛生費、１項１目保健衛生費で二重丸、地域住民生活等緊急

支援事業（地方創生先行型）に要する経費の健康管理システム整備事業１，０５７万１，

０００円の補正は、妊婦から乳幼児、高齢者までの適正な健康管理を推進するための取り

組みであり、システム導入を行う委託料であります。

次に、１１４ページ、３目母子保健費で二重丸、地域住民生活等緊急支援事業（地方創

生先行型）に要する経費の妊娠出産支援事業３１３万１，０００円の補正は、妊娠、出産

を支援するため各種講習会、訪問指導等の充実を図るほか、不妊治療を受ける方の経済的

負担を軽減するための取り組みであり、備品購入費はマタニティースクールで使用する沐

浴人形などのほか乳児家庭訪問、乳幼児健診等で使用する備品を購入するものであり、特

定不妊治療費補助金は体外受精及び顕微授精を受ける方に費用の一部を助成するものであ

ります。

同じく４目環境衛生費で一つ丸、中・北空知廃棄物処理広域連合に要する経費のうち中

・北空知廃棄物処理広域連合負担金４６１万円の減額は、エネクリーンの売電収入などに
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よるものであります。

次に、１２０ページ、６款農林費、１項２目農業振興費で一つ丸、農業振興事業に要す

る経費のうち青年就農給付金６００万円の補正は、国の補正予算を活用して平成２７年度

前期分の対象者１０名に対して前倒しで給付することによるものであります。

次に、１２２ページ、３目農業基盤整備事業費で一つ丸、農業農村整備に要する経費の

うち農業基盤整備促進事業補助金２９８万５，０００円の減額は、事業費確定によるもの

であります。

次に、１２４ページ、７款商工費、１項１目商工振興費で二重丸、企業振興促進補助金

１，２６３万円の補正は、砂川市企業振興促進条例に基づき工場施設等を建設した６社に

対する補助金であります。同じく二重丸、地域住民生活等緊急支援事業（地方創生先行

型）に要する経費の商工業振興対策事業１，０１４万３，０００円の補正は、市街地への

観光客の誘因、商店街の活性化、雇用の拡大などを図るための取り組みであり、市街地回

遊誘導看板作成委託料は、スマートインターチェンジから市街地への誘導を図るためハイ

ウェイオアシス館に設置する市街地への案内看板を作成するものであり、中小企業等振興

補助金は、砂川市中小企業等振興条例に基づき商店街店舗整備事業に対する助成として、

空き店舗の店内を改装した西１条南９丁目の美容院に対し改装費の３割を助成するもので

あり、企業振興促進補助金は、砂川市企業振興促進条例に基づき、工場施設の新増設に伴

い、新たに市内居住の従業員を採用した２社に対する補助金であります。同じく二重丸、

地域住民生活等緊急支援事業（地域消費喚起・生活支援型）に要する経費のプレミアム商

品券発行事業３，３７９万９，０００円の補正は、市内の消費喚起と地域経済活性化を図

るために発行するプレミアム商品券の発行事業に対する補助金であり、販売総額を１億円

として３０％のプレミアムを付加するものであります。

次に、１２８ページ、８款土木費、２項２目道路橋梁維持費で一つ丸、道路橋梁の維持

に要する経費のうち光熱水費２７３万１，０００円の補正は、ロードヒーティング、街路

灯の電気料の改定などによるものであり、道路附属物点検委託料２２４万４，０００円の

減額は事業費確定によるものであります。同じく二重丸、道路橋梁の修繕工事費２８５万

３，０００円の減額は、事業費確定によるものであります。

次に、１３０ページ、３目道路橋梁新設改良費で二重丸、道路橋梁新設改良事業費５，

１３２万１，０００円の減額は、事業費確定によるものであります。

次に、１３２ページ、５項１目市営住宅管理費で一つ丸、市営住宅の管理に要する経費

のうち修繕料１９１万４，０００円の補正は、修繕箇所及び単価の増などによるものであ

り、移転料１０２万６，０００円の補正は宮川団地、豊栄団地からの移転件数の増による

ものであります。同じく一つ丸、改良住宅の管理に要する経費のうち修繕料２２４万８，

０００円の補正は、修繕箇所及び単価の増などによるものであり、各工事費で合計４６２

万９，０００円の減額は事業費確定によるものであります。同じく二重丸、改良住宅の管
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理に要する経費（繰越明許分）１億２４０万円の補正は、繰越明許費として前倒しで宮川

中央団地屋根・外壁改善工事を実施するものであります。

次に、１３４ページ、２目住宅管理費で二重丸、ハートフル住まいる推進事業に要する

経費のうち永く住まいる住宅改修補助金２４３万円の補正、まちなか住まいる等住宅促進

補助金５３０万円の補正は、申請件数の増によるものであります。

次に、１３６ページ、９款消防費、１項１目消防費で一つ丸、砂川地区広域消防組合負

担金２３３万５，０００円の補正は、給与改定に伴う人件費の増などによるものでありま

す。

同じく２目災害対策費で一つ丸、災害対策に要する経費のうち器具借り上げ料１０１万

１，０００円の補正は、集中豪雨発生時の内水氾濫被害軽減のための排水処理ポンプの借

り上げ料であります。

次に、１３８ページ、１０款教育費、２項１目、小学校管理費で一つ丸、学校の管理に

要する経費のうち光熱水費２４６万５，０００円の補正は電気料の改定などによるもので

あり、修繕料４０２万９，０００円の補正は各小学校において施設、機器の老朽化などに

より修繕が必要となったことによるものであり、楽器購入費１７万９，０００円の補正は

楽器購入を目的とした寄附がなされたことから器楽クラブの楽器を購入するものでありま

す。

次に、１４２ページ、３項１目、中学校管理費で一つ丸、学校の管理に要する経費のう

ち楽器購入費３３万７，０００円の補正は、小学校管理費と同様に楽器の購入を目的とし

た寄附がなされたことから、吹奏楽部の楽器を購入するものであります。

同じく２目教育振興費で一つ丸、要保護・準要保護生徒に要する経費のうち学用品費等

扶助１３１万６，０００円、給食費扶助１０５万１，０００円の補正は、認定人数の増に

よるものであります。

次に、１４６ページ、１目社会教育費で一つ丸、地域交流センターの運営管理に要する

経費の運営管理委託料３８８万１，０００円の補正は、施設の修繕の発生、電気料の改定

などによるものであります。同じく二重丸、地域住民生活等緊急支援事業（地方創生先行

型）に要する経費の地域交流センター整備事業２２１万５，０００円の補正は、パソコン

を通した交流の場を創出するとともに、講習会などの開催による人材育成を支援するため

の取り組みであり、ＩＴ交流室などのパソコン及びブルーレイプレーヤーを購入するもの

であります。

次に、１５４ページ、１１款公債費、１項２目利子で一つ丸、地方債償還利子３１１万

４，０００円の減額は、利率の見直しなどによる減であります。

次に、１５６ページ、１２款諸支出金、２項１目国保会計繰出金２，６４４万１，００

０円の補正は、保険基盤安定分、職員給与費等分、財政安定化支援事業分、事務費等分の

増が主なものであります。
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同じく２目下水道会計繰出金１，０３０万５，０００円の補正は、下水道使用料の減な

どによる下水道事業分の管理運営費の増などによるものであります。

同じく３目病院会計繰出金３，３２４万７，０００円の減額は、普通交付税分、特別交

付税分の減、看護学校分の増によるものであります。

同じく４目介護保険会計繰出金２０６万２，０００円の補正は、制度改正に伴う電算シ

ステム改修などの事務費分の増のほか、地域住民生活等緊急支援事業（地方創生先行型）

に要する経費の介護人材育成支援補助金分などによるものであります。

同じく５目後期高齢者医療会計繰出金１，９２７万９，０００円の減額は、療養給付費

分、事務費分の減などによるものであります。

次に、１５８ページ、１３款職員費、１項１目職員費で一つ丸、職員の給与等に要する

経費１，８６３万４，０００円の補正は、給与改定などに伴う給料、職員手当等、共済費

の増などによるものであります。

以上が歳出でありまして、歳入につきましては１１ページ、総括でご説明を申し上げま

す。１款市税で３，０９８万５，０００円の補正は、個人市民税で所得割の増、法人市民

税で税割の増、固定資産税で償却資産の増、市たばこ税の減が主なものであります。

２款地方譲与税で５００万円の減額は、新エコカー減税などによる自動車重量譲与税の

減によるものであります。

６款地方消費税交付金で５５５万１，０００円の補正は、当初見込みを上回る消費税の

増によるものであります。

１０款地方交付税で１，８０６万５，０００円の減額は、普通交付税は当初４１億９０

０万円と見込んでおりましたが、単位費用の減の影響などにより４０億９，０９３万５，

０００円で確定したことによる減であります。

１２款分担金及び負担金で５２０万７，０００円の補正は、保育所費負担金の増が主な

ものであります。

１３款使用料及び手数料で９６３万１，０００円の減額は、市営住宅使用料４６３万９，

０００円、体育施設使用料１５６万５，０００円、ごみ処理手数料２３３万８，０００円

の減が主なものであります。

１４款国庫支出金で４，６０１万２，０００円の補正は、自立支援給付費の増による知

的障害者福祉費負担金の増、自立支援医療費の増などによる身体障害者福祉費負担金の増、

児童手当費などの減による児童福祉費負担金の減、自立支援給付費の減による精神障害者

福祉費負担金の減、医療扶助費等の減による生活保護費負担金の減、事業費確定及び繰越

明許で実施する改良住宅長寿命化改善事業の増などによる土木費社会資本整備総合交付金

事業費補助金の増、総合体育館耐震改修等事業の年度配分などに伴う減などによる教育費

社会資本整備総合交付金事業費補助金の減、臨時福祉給付金給付事業費の減による社会福

祉総務費補助金の減、平成２５年度国の補正予算における好循環実現のための経済対策に
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沿って追加された公共施設の負担額等に応じて配分となったがんばる地域交付金事業費補

助金、国の補正予算による地域住民生活等緊急支援交付金事業費が主なものであります。

１５款道支出金で１，５９１万２，０００円の補正は、医療扶助費等の減による生活保

護費負担金の減、国保税の軽減の拡大による保険基盤安定負担金の増、自立支援給付費の

増による知的障害者福祉費負担金の増、自立支援給付費の減による精神障害者福祉費負担

金の減、子育て支援対策事業費の減による児童福祉費補助金の減、青年就農給付金事業の

増などによる農業奨励費補助金の増、農業基盤整備促進事業費の減による農業基盤奨励費

補助金の減、電源立地地域対策交付金事業費補助金、プレミアム商品券の北海道が上乗せ

するプレミアム分の地域住民生活等緊急支援交付金事業費補助金、防災備蓄品に対する地

域づくり総合交付金事業費補助金が主なものであります。

１６款財産収入で８１６万２，０００円の補正は、土地売払収入の増が主なものであり

ます。

１７款寄附金で４，５６９万２，０００円の補正は、ふるさと応援寄附金など６１ペー

ジに記載の寄附金によるものであります。

２１款市債で２億２，９３０万円の補正は、公営住宅建設事業債の繰越明許分として追

加及び起債のメニューの変更に伴う公営住宅建設事業債の増、公共事業等債の減、過疎対

策事業債で事業費確定による道路整備事業債の減、過疎地域自立促進特別事業債の増、事

業費確定による消防施設整備事業債の減、起債対象経費の拡大に伴う総合体育館耐震改修

事業債及び公民館耐震改修事業債の増、臨時財政対策債の増が主なものであります。

以上が歳入の主なものであります。なお、１０６ページに地方債に関する調書を添付し

ておりますので、ご高覧いただき、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。

〇議長 東 英男君 提案説明は休憩後に行います。

１０分間休憩します。

休憩 午前１０時５０分

再開 午前１１時００分

〇議長 東 英男君 休憩中の会議を開きます。

提案者の説明を求めます。

市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 （登壇） 私から議案第２号、議案第４号、議案第５号につい

てご説明申し上げます。

初めに、議案第２号 平成２６年度砂川市国民健康保険特別会計補正予算についてご説

明申し上げます。

今回の補正は、第２号となります。

第１条は、歳入歳出予算の補正であり、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，

０７５万８，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２５億２，８２２万円と



－17－

するものであります。

それでは、主なものについて歳出からご説明申し上げます。３２ページをお開き願いま

す。１款総務費、１項１目一般管理費で２７０万９，０００円の増は、一般管理事務に要

する経費の給料以下、記載の人件費の増及び国保事業共同電算化に要する経費の増による

ものであります。なお、アンダーラインを付しておりますシステム改修委託料３２万４，

０００円につきましては、国の医療費報告帳票の変更に伴う改修費用であります。

３６ページをお開き願います。２款保険給付費、１項２目退職被保険者等療養給付費で

１，３００万円の減は、平成２６年３月診療分から１１月診療分までの９カ月分の対前年

比で、療養給付費が約１３％下がったことによるものであります。

３８ページをお開き願います。２項１目一般被保険者高額療養費で３００万円の増、２

目退職被保険者等高額療養費で３３０万円の減は、件数及び１件当たりの高額医療費の増

減によるものであります。

４項１目出産育児一時金で８４万円の減、５項１目葬祭費で１５万円の減は、件数の減

によるものであります。

４８ページをお開き願います。７款共同事業拠出金、１項１目高額医療費共同事業医療

費拠出金で８０９万４，０００円の減、３目保険財政共同安定化事業医療費拠出金で１，

１３０万円の減は、それぞれ拠出金の確定によるものであります。

５０ページをお開き願います。８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費で２７

６万７，０００円の減は、主に健診委託料の減によるものであります。

２項１目疾病予防費で９４万２，０００円の増は、アンダーラインを付しております肺

炎球菌感染症ワクチン接種負担金１２４万４，０００円の増が主なものであります。

５２ページをお開き願います。１１款諸支出金、１項１目一般被保険者過年度過誤納還

付金で２７万２，０００円の増は、財政調整交付金国庫補助金の過年度分の精算に伴う返

還金によるものであります。

３目特定健康診査等過年度過誤納還付金で１２０万３，０００円の増は、平成２５年度

の特定健康診査等負担金の精算返還金によるものであります。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては５ページ、総括でご説明させていただき

ます。１款国民健康保険税で６８７万９，０００円の減は、一般被保険者分で６８４万６，

０００円の減、退職被保険者分で３万３，０００円の減によるものであります。

２款国庫支出金で６５１万５，０００円の減、３款療養給付費等交付金で３，９８７万

７，０００円の減、４款前期高齢者交付金で２８万５，０００円の増、５款道支出金で５

４１万５，０００円の減は、いずれも歳出の保険給付費に基づく国、診療報酬支払基金及

び北海道の負担ルール分による補正であります。

７款共同事業交付金で１，３５０万円の増は、高額医療費共同事業及び保険財政共同安

定化事業の対象医療費の増減によるものであります。
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８款繰入金で２，６４４万１，０００円の増は、一般会計繰入金の増によるものであり

ます。

１０款諸収入で１，２２９万８，０００円の減は、主に財政調整のための雑入の減によ

るものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第４号 平成２６年度砂川市介護保険特別会計補正予算についてご説

明申し上げます。

今回の補正は、第４号となります。

第１条は、歳入歳出予算の補正であり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９４万

９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１７億６，１２９万４，０００円

とするものであります。

それでは、主なものについて歳出からご説明申し上げます。２４ページをお開き願いま

す。１款総務費、１項１目一般管理費で２８５万３，０００円の増は、アンダーラインを

付しております電算システム改修委託料２９１万６，０００円が主なもので、介護報酬改

定等に伴う電算システム改修の経費であります。

２６ページをお開き願います。２款保険給付費、１項２目地域密着型介護サービス給付

費で１，３８２万７，０００円の減は、認知症高齢者グループホームの利用者数が減少し

たこと等によるものであります。

同じく３目施設介護サービス給付費で６５８万円の増は、介護老人保健施設の利用者数

が増加したこと等によるものであります。

２８ページをお開き願います。同じく６目居宅介護サービス計画給付費で６５８万２，

０００円の増は、居宅介護サービス計画の作成件数が増加したことによるものであります。

２項１目介護予防サービス給付費で５１１万９，０００円の減は、特定施設入居者生活

介護の利用者数が減少したこと等によるものであります。

３６ページをお開き願います。４款地域支援事業費、２項２目任意事業費で８１万円の

減は、任意事業に要する経費のうち在宅高齢者配食サービス委託料及び紙おむつ利用券交

付事業委託料の減と、アンダーラインを付しております介護手当及び二重丸、高齢者いき

いき支え合い活動に要する経費を一般会計から予算を組みかえたことによる増が主なもの

であります。

３８ページをお開き願います。５項１目介護人材育成支援事業費で二重丸、地域住民生

活等緊急支援事業（地方創生先行型）に要する経費３９万円は、国の平成２６年度補正予

算の地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策を活用した事業として、介護職員初任者研

修受講料を助成するための経費であります。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては５ページ、総括でご説明させていただき

ます。１款保険料で５２万円の増は、被保険者数の増によるものであります。
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２款分担金及び負担金で８０万６，０００円の減は、地域支援事業における自己負担金

収入の減によるものであります。

３款国庫支出金で１６９万９，０００円の増、４款支払基金交付金で５５万９，０００

円の減、５款道支出金で１０２万円の減は、いずれも歳出の保険給付費に基づく国、社会

保険診療報酬支払基金及び北海道の負担ルール分による補正であります。

６款財産収入で７万３，０００円の増は、基金運用利息の増によるものであります。

７款繰入金で９１万６，０００円の増は、システム改修等に伴う一般会計繰入金の増に

よるものであります。

９款諸収入で１２万６，０００円の増は、第三者納付金の増によるものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第５号 平成２６年度砂川市後期高齢者医療特別会計補正予算につい

てご説明申し上げます。

今回の補正は、第１号となります。

第１条は、歳入歳出予算の補正であり、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，

９８１万７，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５億３，５９２万６，０

００円とするものであります。

それでは、主なものについて歳出からご説明申し上げます。２０ページをお開き願いま

す。２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項１目後期高齢者医療広域連合納付金で２，

０１２万２，０００円の減は、療養給付費分等の各負担金の平成２５年度分の精算及び調

整に伴う減によるものであります。

２２ページをお開き願います。３款保健事業費、１項１目健康保持増進事業費で３５万

１，０００円の増は、主に健診委託料の増によるものであります。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては５ページ、総括でご説明させていただき

ます。１款後期高齢者医療保険料で９３万１，０００円の減は、主に現年度分保険料の均

等割賦課対象額の減によるものであります。

２款後期高齢者医療広域連合支出金で７万７，０００円の減は、健康診査の推進事業に

伴う高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金の減によるものであります。

３款繰入金で１，９２７万９，０００円の減は、一般会計繰入金の減であります。

４款繰越金で２１万８，０００円の増は、前年度繰越金の確定によるものであります。

５款諸収入で２５万２，０００円の増は、健康診査受託事業収入の増によるものであり

ます。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 建設部長。

〇建設部長 古木信繁君 （登壇） 議案第３号 平成２６年度砂川市下水道事業特別会

計補正予算についてご説明申し上げます。
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今回の補正予算は、第１号であります。

第１条は、歳入歳出予算の補正であり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，０

９３万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ８億６，３５２万４，０００円とする

ものであります。

第２条は、繰越明許費であり、４ページの第２表、繰越明許費に記載のとおり、国の緊

急経済対策に沿った平成２６年度補正予算に基づく公共下水道整備事業について、平成２

７年度に繰り越すものであります。

第３条は、地方債の補正であり、５ページの第３表、地方債補正に記載のとおり、公共

下水道整備事業債から過疎対策事業債までについて２，７６０万円を増額し、補正後の限

度額を２億５，４００万円とするものであります。

補正の主な内容につきましては、２６ページの歳出からご説明申し上げます。１款下水

道費、１項１目一般管理費２５万８，０００円の増は、一つ丸、一般管理事務に要する経

費で、砂川市職員諸給与条例の一部改正に伴い給料等の増及び平成２５年度分消費税納付

額の確定に伴う消費税１０万８，０００円の増が主なものであります。

２目維持管理費７７１万８，０００円の減は、一つ丸、下水道管渠の維持管理に要する

経費で、職員の人事異動に伴い給料等の減及び空知太中継ポンプ場マンホールで緊急大型

修繕が発生したことに伴い修繕料２５０万円の増、石狩川流域下水道組合で行うし尿共同

処理事業に伴う事業費立てかえ分の精算による石狩川流域下水道組合負担金５０２万６，

０００円の減が主なものであります。

２８ページをお開き願います。３目水洗化促進費は、財源内訳の変更であります。

４目公共下水道整備事業費６，５０６万４，０００円の増は、二重丸、公共下水道整備

事業費において、職員の人事異動に伴う給料等の増及び事業費確定により工事請負費１９

４万２，０００円の減、次に二重丸、公共下水道整備事業費（緊急経済対策分）６，２６

０万円の増については、空知太地区の浸水対策として石山川６号幹線管渠新設工事を行う

ものであり、先ほどご説明いたしました４ページの第２表、繰越明許費に記載のとおり、

平成２７年度に繰り越すものであります。以上が主なものであります。

３０ページをお開き願います。５目流域下水道整備事業費４８万８，０００円の減は、

一つ丸、流域下水道整備事業費で、北海道施行の流域下水道整備事業費の減に伴う流域下

水道整備工事負担金４６万１，０００円の減が主なものであります。

３２ページをお開き願います。２款個別排水処理事業費、１項１目個別排水処理事業費

３７１万４，０００円の減は、二重丸、整備事業に要する経費で合併処理浄化槽の設置基

数を当初１０基と予定しておりましたが、設置基数の見込みを７基としたことに伴う個別

排水処理施設設置工事費３５９万円の減が主なものであります。

３４ページをお開き願います。３款公債費、１項１目元金は、財源内訳の変更でありま

す。
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２目利子２４７万２，０００円の減は、一つ丸、下水道地方債償還利子で平成２０年度

借り入れの借換債及び平準化債の利率見直しに伴う減、同じく一つ丸、個別排水処理地方

債償還利子で平成２５年度債の借入額の確定に伴う減が主なものであります。

次に、歳入につきましては、７ページの総括でご説明申し上げます。１款分担金及び負

担金で５万３，０００円の増は、下水道受益者分担金現年賦課分の増が主なものでありま

す。

２款使用料及び手数料で１，５８５万３，０００円の減は、下水道使用料現年分の減が

主なものであり、今年度の汚水排水量が前年度に比べ減少していることによるものであり

ます。

３款国庫支出金で２，９０５万４，０００円の増は、社会資本整備総合交付金事業の公

共下水道整備事業（緊急経済対策分）の増が主なものであります。

４款財産収入で４万４，０００円の増は、本年度行った石山、吉野１号マンホールポン

プ改築工事に伴い発生した撤去鋼材等の売却収益の増であります。

５款繰入金で１，０３０万５，０００円の増は、下水道使用料収入の減に伴う一般会計

繰入金の増が主な要因であります。

６款繰越金で３０万４，０００円の増は、平成２５年度決算確定によるものであります。

７款諸収入で５７万７，０００円の減は、水洗便所改造資金貸付件数の減による貸付金

元利収入の減が主なものであります。

８款市債で２，７６０万円の増は、公共下水道整備事業債（緊急経済対策分）３，２６

０万円の増、過疎対策事業債で配分がなかったことに伴う１，６８０万円の減、公共下水

道整備事業債及び個別排水処理施設整備事業債で事業費確定による減と過疎対策事業債分

の振りかえ増により、それぞれ１，１９０万円の増、３０万円の増とするものであります。

なお、３６ページには地方債に関する調書を添付しておりますので、お目通しをいただ

き、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 病院事務局長。

〇病院事務局長 氏家 実君 （登壇） 議案第６号 平成２６年度砂川市病院事業会計

補正予算についてご説明申し上げます。

１ページをごらんいただきたいと存じます。第１条は、今回の補正予算を第２号とする

ものであります。

第２条は、予算第２条に定めた業務の予定量を補正するものであり、（２）、年間患者

数を入院は４，６７０人の減の１３万５，６３４人、外来は６，６９７人増の２６万６，

６３８人とし、（３）、１日平均患者数を入院は１２人減の３７２人、外来は２７人増の

１，０８４人とするものであります。

第３条は、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を補正するものであり、病

院事業収益は４億７，２５６万６，０００円を減額し、収入の総額を１１６億２，１１３
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万６，０００円、病院事業費用は９億４，２６１万２，０００円を減額し、支出の総額を

１４５億７，１６２万３，０００円とするものであります。

２ページをお開きいただきたいと存じます。第４条は、予算第４条に定めた資本的収入

及び支出の予定額を補正するものであり、本文括弧書き中「不足する額５億６，３３２万

６，０００円は、過年度分損益勘定留保資金５億３，７５６万円及び建設改良積立金２，

５７６万６，０００円」を「不足する額５億７，９１４万３，０００円は、過年度分損益

勘定留保資金５億３，０８４万５，０００円及び建設改良積立金４，８２９万８，０００

円」に改めるものであります。これは、資本的収入で１，８２５万５，０００円を減額し、

収入の総額を５億５，９８９万７，０００円、資本的支出で２４３万８，０００円を減額

し、支出の総額を１１億３，９０４万円とするものであります。

第５条は、予算第５条に定めた企業債の補正であります。医療機械器具整備事業で２，

２９０万円を減額し、総額２億９４０万円に限度額を補正するものであります。

第６条は、予算第８条（１）に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない

経費のうち、（１）、職員給与費を７９億６，２４９万９，０００円とするものでありま

す。

第７条は、予算第９条に定めた棚卸資産の購入限度額を１５億２，１５２万８，０００

円とするものであります。

４ページをお開きいただきたいと存じます。収益的収入でありますが、１項医業収益は

５億５，２８２万８，０００円を減額するもので、内訳は、１目入院収益で５億４，９５

１万７，０００円の減額、２目外来収益で２５８万７，０００円の減額、３目その他医業

収益で７２万４，０００円の減額であります。これは、入院収益及び外来収益、入院の延

べ患者数が減となり、入院、外来ともに１人当たりの診療単価が減となるものであり、そ

の他医業収益は主に室料差額収益及び文書料が減となったことによるものであります。

２項医業外収益における４，７７６万７，０００円の減額は、主に３目負担金交付金が

減額となったものであります。

６ページをお開きいただきたいと存じます。３項看護専門学校収益における４８７万円

の増額は、主に２目負担金交付金が増額となったものであります。

４項院内保育事業収益における３４１万２，０００円の増額は、主に１目保育料収益で

入所者数の増などにより増額となったものであります。

５項特別利益における１億１，９７４万７，０００円の増額は、主に８ページ、地方公

営企業会計制度の見直しに伴い、退職給付引当金戻入益を計上するものであります。

１０ページをお開きいただきたいと存じます。収益的支出では、１項医業費用において

４億２，４３９万円を減額するものであり、１目給与費において８，０７５万４，０００

の減額は医師の減が主な要因となっており、１節給料で５，３５３万５，０００円減額、

２節手当で１，８３１万円減額、３節賞与引当金繰入額で６７２万５，０００円増額、４
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節賃金では主に短期出張医師の増により２，５０９万７，０００円増額、５節法定福利費

では１，４１２万１，０００円減額、６節退職給付費では３，６０７万４，０００円減額、

７節共済組合負担金引当金繰入額では９４６万４，０００円増額となったことによるもの

であります。

１２ページをお開きいただきたいと存じます。２目材料費において３億４３１万３，０

００円の減額は、主に、１節薬品費で主に入院患者数の減や後発薬品への切りかえにより

１億７，５８９万円減額、２節診療材料費で入院患者数の減により１億１，９４８万１，

０００円減額、３節給食材料費で入院患者数の減に伴う食数の減により９９２万１，００

０円減額となったことによるものであります。

３目経費において２，６１４万９，０００円の減額は、主に、１５ページの８節光熱水

費で主に電気料金の値上げにより４８６万１，０００円増額、９節燃料費で重油単価の減

により９９０万９，０００円減額、１１節印刷製本費で各種伝票の電子化により３４６万

３，０００円減額、１４節賃借料で主に機械器具の賃借の増により８１６万２，０００円

増額、１６節委託料で主に業務内容の見直しや長期継続契約の締結などにより２，３４８

万円減額となったことによるものであります。

１６ページをごらんいただきたいと存じます。４目減価償却費において８万５，０００

円の減額は、器械備品に係るものであります。

６目研究研修費において１，３０８万９，０００円の減額は、１節謝金で研修会の開催

等の減により１８３万９，０００円減額、２節図書費で主に医学用図書の購入増により２

３４万５，０００円増額、３節旅費で研修や各種学会など道内外ともに減により１，０１

０万９，０００円減額、４節研究雑費で主に研修会等負担金の減により３４８万６，００

０円減額となったことによるものであります。

２項医業外費用における６４万７，０００円の減額は、主に２目患者外給食材料費で研

修医等に提供する給食数減により１２４万５，０００円減額となったことによるものであ

ります。

３項看護専門学校費用における３９６万６，０００円の増額は、主に１目給与費で教員

の１名増、給与改定及び勤勉手当引き上げなどにより４９０万１，０００円の増額となっ

たことによるものであります。

２０ページをお開きいただきたいと存じます。４項院内保育事業費用における１８８万

７，０００円の増額は、主に１目経費の６節委託料で入所者の増により増額となったこと

によるものであります。

５項特別損失における５億２，３４２万８，０００円の減額は、主に、２目過年度損益

修正損で３，８６９万７，０００円増額、５目手当で１，６０９万円減額、８目過年度退

職給付引当金繰入額で予算積算時と本年度末の退職金総支給額の差異等により５億４，３

６４万８，０００円減額となったことによるものであります。



－24－

２２ページをお開きいただきたいと存じます。資本的収入でありますが、１項企業債に

おける２，２９０万円の減額は、医療機械器具整備事業分で２，２９０万円減額するもの

であります。

２項投資償還金における２５万５，０００円の減額は、看護学生学資貸付金で当初返済

計画からの変更に伴うものであります。

３項補助金における３６万８，０００円の増額は、２目道補助金で災害拠点病院機能強

化事業費補助金分が増となったものであります。

５項寄附金における４５３万２，０００円の増額は、主に病院事業資金等として寄附を

受けたものであります。

２４ページをお開きいただきたいと存じます。資本的支出で、３項投資における２４３

万８，０００円の減額は、１目長期貸付金において看護学生への学資貸付金が当初予定し

ていた貸付者数を下回ったことによるものであります。

２６ページ以降は関連資料でありますので、ご高覧いただき、ご審議賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 以上で各議案の提案説明を終わります。

これより議案第１号から第６号までの一括総括質疑を行います。

質疑ありませんか。

土田政己議員。

〇土田政己議員 （登壇） 私は、議案第１号 平成２６年度砂川市一般会計補正予算に

ついて総括質疑をいたします。

提案説明にもありましたように今回の補正予算の主なものは、安倍政権が地方創生の緊

急予算措置として政府の補正予算に計上された、地域住民生活等緊急支援対策のための交

付金によるものでありますので、以下４点についてお伺いをいたします。

まず、１点目は、２年前の補正予算の地域の元気臨時交付金、あるいは１年前のがんば

る地域交付金と比較して具体化する自治体の自由度が高いというふうに言われております

が、どこがどう違うのか、まずお伺いをいたします。

２点目に、新交付金は地域消費喚起・生活支援型と地方創生先行型の２つのタイプから

成っており、具体的メニュー例も挙げられているようでありますが、その内容と交付の考

え方についてお伺いをいたしたいと思います。

３点目に、この新交付金は、それぞれの自治体の住民生活の向上と地域活性化を支援す

るための財源措置だというふうに言われておりますが、住民の要望、要求などが反映でき

るような体制はとれなかったのかどうかお伺いをいたします。

最後に、４点目として、昨年秋の臨時国会で成立させたまち・ひと・しごと創生法に基

づき、政府は昨年１２月２７日、まち・ひと・しごと創生総合戦略を閣議決定し、国の総

合戦略が定める政策分野を勘案して各自治体で地方版総合戦略策定経費分を確保すること
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とされておりますが、この地方が勘案することが求められている国の政策分野とはどのよ

うな内容なのか。また、この総合戦略の策定に当たって国が具体的に求めていることにつ

いてお伺いをいたします。

〇議長 東 英男君 総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 （登壇） 地域住民生活等緊急支援のための交付金の関連につ

きましてご答弁を申し上げます。

初めに、１点目にありました２年前の補正予算の地域の元気臨時交付金、１年前のがん

ばる地域交付金と比較して具体化する自治体の自由度が高いと言われていますが、どこが

どう違うかについてでありますが、これまでも国の経済対策等に沿って各種交付金が補正

予算に計上されてきているところでありますが、平成２４年度の地域の元気臨時交付金は

地域経済の活性化と雇用の創出を図るため、平成２５年度のがんばる地域交付金は景気回

復が波及していない財政力の弱い市町村が行う地域活性化に向けた事業に対するものとし

て、国の補正予算に伴う公共事業等の地方負担額等に応じて配分されたものであり、地域

の元気臨時交付金は１億８，０００万円の事業実施に対し約７，４００万円が、がんばる

地域交付金は１億２，０００万円の事業実施に対し約２，１００万円が次年度に交付され

ることとなり、単独事業で実施いたしました建設事業の財源として充当をしたところであ

ります。

今年度の地域住民生活等緊急支援交付金は、いわゆる公共事業と言われる建設地方債対

象事業は対象とはしないものとされ、ソフト事業を中心に活用することとされたところで

あります。また、国として事業の実施は推奨する施策などを例示することにとどめ、最終

的にどの事業をどのように組み合わせて実施していくかは地域の実情に応じた各地方公共

団体の判断に委ねることとしていることから、比較的自由度が高いと言われているもので

あります。しかしながら、各地方公共団体にはこうした裁量と同時に事業成果や目標値の

設定、効果検証など事業の実施責任を求められることとなっているところであります。

続きまして、２点目の新交付金は、地域消費喚起・生活支援型と地方創生先行型の２つ

のタイプから成っており、具体的なメニューも挙げられているようですが、その内容と交

付の考え方についてでありますが、まず１つ目の地域消費喚起・生活支援型は、市が実施

する地域における消費喚起策やこれに直接効果を有する生活支援策に対して交付されるも

ので、メニュー例といたしましてはプレミアム商品券、ふるさと名物商品券、旅行券など

が挙げられ、交付額は人口や財政力、消費水準、寒冷地補正などに基づき配分されるもの

で、当市におきましては４，６８０万６，０００円が交付上限額となっているところであ

ります。

２つ目の地方創生先行型は、地方版総合戦略の早期かつ有効な策定と、これら地方版総

合戦略に盛り込まれることを想定した事業に対して交付をされるものでありまして、メニ

ュー例といたしましては総合戦略の策定経費、総合戦略における仕事づくりなどの事業で
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はＵＩＪターン助成、地域しごと支援事業、創業支援、販路開拓、観光振興、対内直接投

資、多世代交流、小さな拠点づくり、少子化対策などが挙げられ、その交付金の交付額は

人口や財政力に基づき配分されるもの及び総合戦略の策定経費が定額として配分されるも

ので、当市におきましては４，０３４万４，０００円が交付上限額となっているところで

あります。

続きまして、３点目のこの新交付金は、それぞれの自治体での住民生活の向上と地域生

活を支援するための財源措置と言われておりますが、住民の要望、要求などを反映させる

ような体制はとれなかったかについてでありますが、地域住民生活等緊急支援交付金は、

昨年１２月２７日にまち・ひと・しごと創生法に基づく国のまち・ひと・しごと総合戦略

が閣議決定されるとともに、あわせて地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策が決定さ

れ、その決定に基づいた国の補正予算が１月９日に閣議決定されたところであります。こ

の緊急経済対策における交付金については、１月末をめどに実施計画案を作成し、事前提

出を求められたことから、非常に短い日程の中で庁内協議を進めてきたところであります。

具体的にはこの交付金の情報を踏まえ、１月２０日に市長を本部長に各部長で構成する砂

川市まち・ひと・しごと創生本部を立ち上げ、平成２７年度中に地方版総合戦略の策定と

緊急経済対策の事業メニューの検討について開始をしたところであります。事業の取りま

とめの時間の制約があったことから、消費喚起・生活支援では既に実施してきた事業を中

心に行うこととし、また地方創生先行型についても事業メニューに合致する平成２６年度

補正予算と平成２７年度に予定されていた事業を前倒しして実施することを中心に事業を

選択したところであります。

なお、地方版総合戦略の策定につきましては、住民を初め産業界、教育機関、行政機関、

金融機関、労働団体、メディアなど広範囲の関係者の意見を反映させることが重要とされ

ていることから、策定の際には多くの皆様から意見をいただきたいと考えているところで

あります。

最後の４点目になります。国の総合戦略が定める政策分野を勘案して、各自治体で地方

版総合戦略策定経費分を確保することとされておりますが、この地方が勘案することが求

められている国の政策分野とはどのような内容なのか、またこの総合戦略の策定に当たっ

て国の求めていることについてでありますが、国の総合戦略が定める政策分野は４点とな

っており、１点目に地方における安定した雇用を創出するであり、２点目は地方への新し

い人の流れをつくる、３点目は若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえる、４点目

は時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに地域と地域を連携するとなっ

ております。また、地方版総合戦略の策定に当たり、国からは人口の現状分析と将来展望

を提示する地方人口ビジョンを策定し、これを踏まえて５年後の目標や施策の基本的方向、

具体的な施策をまとめた地方版総合戦略を策定することが求められております。５年後の

目標は、盛り込む政策分野ごとに設定し、その結果として住民にもたらされた便益に関す
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る数値目標を設定する必要があります。さらに、政策分野ごとに盛り込む具体的な施策に

ついてそれぞれ客観的な重要業績評価指標を設定する必要があります。総合戦略を着実に

実施していくとともに、数値目標などをもとに実施した施策、事業の効果を検証し、必要

に応じて総合戦略を改訂するという一連のプロセスを実行するよう、ＰＤＣＡサイクルを

確立することが重要とされているところであります。

〇議長 東 英男君 土田政己議員。

〇土田政己議員 それでは、再質疑をさせていただきます。

今総務部長から丁寧にご説明をいただきました。１年前や２年前の事業はハード事業に

限定されていたのに今回はソフト事業に使えるということで、これで地方自治体の活用は

非常に自由度が高いというふうに言われておりますけれども、先ほどご説明ありましたよ

うに地域消費喚起・生活支援型の目的は消費を喚起し、生活支援に直接効果を発揮するも

のとされており、先ほど言われた商品券や、それに旅行券とか福祉灯油なども含まれてお

るようでありますが、消費喚起と生活支援をどこまで深く検討されたのかなというふうに

思っております。

それから、もう一つの地方創生先行型の交付金では、若者のＵターンとかＩターン、Ｊ

ターンの助成にも活用されるし、また地域のしごと支援、創業支援、販路の開拓や地域の

産業振興にも活用できるというふうに言われております。特に市内の農業や中小企業、ま

た商店などは後継者不足に陥っていて、この対策が緊急でないかというふうに思うのです

けれども、こういうことにも活用できるのでないかなというふうに思います。例えば農業

の新規就農に関する具体的な相談員の配置とか、そういったことにも検討できたのではな

いかというふうに思いますが、この辺についてどのように検討されたのかお伺いをいたし

たいと思います。

それから、この交付金は、市が事業計画を立てているものということでなかなか住民の

意見を聞けなかったということがあるのですが、先ほど言われましたように、この計画提

出期限が１月いっぱいというふうに当初はされておりました。同じく補正予算で組まれた、

私たち農業関係にある稲作農業体質強化緊急対策の申請も１月いっぱいでありましたけれ

ども、これは関係機関や農家皆さんの声で締め切りが２月いっぱいまで延期されたという

事情がありますが、今回のこの交付金についてはこれと同様にされたのかどうなのかお伺

いをいたします。政府に対してもっと住民の声を聞くためにもう少し時間が必要だという、

こういう声を上げていくことが必要でないかというふうに思いますので、このあたりのお

考えをお伺いしたいというふうに思います。

最後に、国が求めているこの地方版総合戦略についてでありますけれども、自治体ごと

の将来展望をつくるわけで、人口ビジョンなどを策定して、２０１９年までの５カ年を対

象にして行うということになっていて、この計画は遅くても２０１５年度中の早い時期に

策定するというふうに言われておりますが、砂川としてはこの計画の策定の時期をいつご
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ろとしておられるのかお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長 東 英男君 土田政己議員の２回目の総括質疑に対する答弁は休憩後に行います。

午後１時まで休憩します。

休憩 午前１１時４９分

再開 午後 １時００分

〇議長 東 英男君 休憩中の会議を開きます。

土田政己議員の２回目の総括質疑に対する答弁を求めます。

総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 質問は３点ほどあったかと存じます。まず初めに、旅行券です

とか福祉灯油ですとか、あと新規就農相談員の関係もありまして、今回の事業選択に当た

りましてどのような検討を行ってきたかというご質問があったかと思います。１回目の答

弁でもお話を申し上げたとおり、若干言いわけの部分もあるかと思いますけれども、今回

につきましても、やはり例年の国の補正予算と同様に、なかなか期間が短い中で事業計画

を策定しなければならないという状況になっているところであります。今回も各事業課に

検討を依頼しながら進めてきたところでありますけれども、結果といたしまして今回の補

正予算で実施するものにつきましては、地方版総合戦略に掲載する予定の事業という形の

中で今掲載しております。これらの事業については、必ず載せていかなければならないも

のと考えているところでございます。新たな雇用の創出ですとか少子化対策など、今後新

たに取り組まなければならない事業につきましては、市民の皆様等も交えながら総合戦略

の策定に進みますので、その中の議論を踏まえながら、意見等がなされればそれらの意見

を踏まえて、２７年度途中からでも事業実施も考えていかなければならないと思いますし、

今回の２７年度の地方財政計画の中ではこれらの対策費用といたしまして一応１兆円規模

の予算として計上されておりますので、それらも踏まえながら、新たなものにつきまして

は今後の検討の中で取り組みを進めていきたいなというふうに考えているところでござい

ます。

２点目にありましたスケジュールの関係であります。国から示されたスケジュールにつ

きましては、タイトなスケジュールの中で示されておりまして、その中で今回検討してき

たところであります。２月２６日に道の振興局のほうに実施計画の提出をしておりますけ

れども、現状といたしましてはその実施計画は、まだやりとりが続いているという状況に

もなっております。今回の国の補正予算につきましては、基本的には３月中に交付決定が

なされるという部分もありますし、砂川市も２６年度中に実施をしていかなければならな

い事業もございますので、それらを考えるとこのような日程もやむを得ないのかなとは思

いますけれども、なかなか自治体としては厳しい日程だったと考えているところでござい

ます。

最後になりますけれども、地方版総合戦略の策定の時期というのがございました。こち
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らにつきましては、基本的には年内に策定をというふうに考えております。この地方版総

合戦略に策定されたものが２８年度の予算に新たに計上されていくものが多く出てくるか

と思いますので、それらの予算編成等も見据えながら、年内、できれば１１月中ぐらいに

はつくり上げたいなという、そういう予定のもとで進めてまいりたいと考えているところ

でございます。

〇議長 東 英男君 土田政己議員。

〇土田政己議員 わかりました。

今回の補正予算は、本当は早くから政府は言っていたのですけれども、しかし具体的に

決まるのが、今言われましたように衆議院選挙が終わってからの中身になったということ

もあって、時間がないこともあるのですが、今お話ありましたように本当にこの予算が住

民の生活支援のために役立ってほしいなというふうに私たちも思っております。細かいこ

とは委員会もありますので、そこでお聞きしたいと思いますが、今お話ありましたように

総合戦略の中でこれから、先ほど私も言いましたけれども、地域しごと支援とか創業支援

とか販路開拓等の地域産業振興にもこの予算は活用できるというふうになっていたと思う

のですが、これはこの補正予算だけではなくて、今後つくられる総合戦略の中でそれらの

方向づけをしていくというふうに理解していいのかどうなのかお伺いしたいというふうに

思います。

それから、砂川市の地方人口ビジョンについては、この計画は５カ年計画だというふう

に言われておりますが、砂川市は既に介護保険計画でも１０カ年計画の中、あるいは住宅

計画では２０年か３０年後ぐらいまでの人口推計もされているようでありますけれども、

それらとの整合性が必要でないのかなというふうにも思いますが、その辺は今砂川市が推

計している人口推計と今後進めていく総合戦略の場合は、今砂川市が見通している人口は

あるデータとか政府の資料に基づいて計算して出ているのですけれども、これから定住促

進とか人口対策とか少子化対策とかをとっていくと、人口減を少しでも食いとめていくと

いうことになると、その人口推計との違いが出てくるのだろうというふうに思いますが、

その辺はどのようにお考えになっているのか最後にお伺いしたいというふうに思っていま

す。

〇議長 東 英男君 総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 １点目にありました仕事の支援ですとか創業支援につきまして

は、幾ら少子化対策、いろいろな対策を打とうとも雇用の確保がなければなかなか人口の

増加というのは見込めないというふうにも考えております。国のほうもやはり雇用の確保

が一番大事だというふうにも言われています。そのためにいろいろＵターンですとかＩタ

ーン、それらもありますので、これらについては総合戦略の中の中心的な部分を担ってい

くものと考えているところでございます。

あと、人口推計につきましては、今回作成する人口ビジョンにつきましては基本的には
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２０６０年までの期間のビジョンをつくるということになっております。基本としては２

０６０年まで、そこが難しい場合は国立社会保障・人口問題研究所で今推計をしておりま

す２０４０年まででも構わないとはされておりますけれども、基本的には２０６０年まで

の人口推計という形になっております。今回の推計につきましては、過去からの分の推計

と、それと今後行われますこの総合戦略に基づいてどれだけそれらの人口減を食いとめる、

あるいは人口増も見込む、それらを勘案しながら人口ビジョンを作成するという形になっ

ております。

今回人口ビジョンの作成につきましては、現状の分析も必要ですし、現在の人口の状況

を把握しながら、今後地域の将来に向けてどのような影響を与えるのか、ですからいろい

ろな部分でのアンケート調査等も行わなければなかなか難しいものと考えているところで

ございます。ですので、今回作成される人口ビジョンが砂川市における人口推計のまた一

つの基本的な部分になろうかなと考えているところでもございます。

〇議長 東 英男君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 （登壇） 私も議案第１号、一般会計補正予算について総括質疑を行い

ますが、私も地域住民生活等緊急支援の関係でお伺いしようと思っていましたので、重複

はなるべく避けながらお伺いしたいと思っております。

少し個別事業になっていくのですけれども、その地域住民生活等緊急支援の中で２点ほ

どお伺いしたいのです。まずはプレミアム商品券発行事業のことなのですけれども、先ほ

どの提案説明では発行額は大体１億円という話がありました。これまでは大体２，０００

万、３，０００万という額でしたから、この１億円というのは相当大きな事業になってく

ると思うのですけれども、その内容を、総額ばかりではなくてもう少しお話をいただけれ

ばと思って質疑をいたします。

それから、次がスマートインターなのですけれども、どうも総括質疑の話をすると道新

が答えてくれるというパターンが最近続いていまして、スマートインターの関係も道新に

いろいろと書かれていたのですけれども、道新読めばわかるのではないのということでは

なくて、今回も利用促進事業についてあります。事業内容は先ほど提案説明である程度話

をしていただいたのですけれども、今聞きたいのは、昨年の１２月でも補正を行っている

のですけれども、本年度ももうすぐ終わりという状況の中でそれぞれ進捗状況というのは

一体どうなっているのかなという点、それからまちの中でも一番気になっていることは、

一体いつになったら開通になるのだろうということなのですけれども、その辺のことをお

伺いをしたいと思います。

続いて、一括で総括なので、私はもう一点、議案第６号、病院事業会計について総括質

疑を行います。平成２６年度の今回の補正予算は、当初予算と比べて入院収益が約５億５，

０００万円減額というような大きな補正になっているわけです。また、１月の総務文教で

も、現金を伴わないものを引いて約６億円のマイナスになり、現金預金から取り崩しをし
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なければならないとの答弁がありました。私もこれまでいろいろとキャッシュフロー的な

計算を毎年してきてはいるのですけれども、ここ何年間かと全く違う今回の補正予算にな

っておりますので、つまり相当厳しい状況に今の市立病院がなってきたなというふうに思

うものですから、その厳しい状況、その要因についてお伺いをしたいと思います。

以上です。

〇議長 東 英男君 経済部長。

〇経済部長 佐藤 進君 （登壇） プレミアム商品券発行事業の事業内容についてご答

弁申し上げます。

事業実施主体は砂川商工会議所、販売する商品券につきましては額面１，０００円の商

品券１３枚で販売価格１万円のすながわプレミアム商品券を８，０００セット及び額面１

万円の商品券１３枚で販売価格１０万円のすながわスーパープレミアム商品券を２００セ

ット、いずれも３０％のプレミアムつきであり、販売総額は１億円を予定しております。

販売日につきましては、プレミアム商品券は７月１２日日曜日、スーパープレミアム商

品券につきましては事前に購入申し込みをいただき、７月１日水曜から１０日金曜までの

期間で販売することとなっております。購入限度につきましては、いずれも１人５セット

以内、商品券使用有効期限は７月１２日日曜日から１２月３１日木曜日までとするもので

あります。

取り扱い店につきましては、商工会議所会員事業所であること、事業所の参加料につき

ましては資本金、または出資額５，０００万円未満は１，０００円、同じく５，０００万

円以上の事業所は１万円、またそれらの事業所が換金する際の手数料は資本金、または出

資額５，０００万円未満は１％の負担、同じく５，０００万円以上は５％の負担を予定し

ております。

また、今回のプレミアム商品券発行事業は、事業規模が非常に大きくなることから、商

品券を特殊印刷し、偽造防止策を講じることとしております。

なお、今回の交付金の趣旨であります地域消費喚起について計測するため、商品券購入

者にアンケート用紙を配付し、商品券使用後にご回答いただくことを予定しております。

〇議長 東 英男君 総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 （登壇） 私のほうからスマートインターチェンジ利用促進事

業につきまして、昨年１２月補正分の進捗状況、またオープン時期につきましてご答弁を

申し上げたいと存じます。

初めに、提案説明でも申し上げましたが、今回の補正予算の内容につきまして若干詳し

く説明をさせていただきます。今回の補正につきましては、スマートインターチェンジの

利用促進を図るための広報活動費であり、市内主要施設、観光施設への常備用及び市内で

行われる集客性の高いイベント時に配布するポケットティッシュの購入、ポスター、チラ

シの作成、砂川市が所有する車両へ張りつけるマグネットシートの作成となっているとこ
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ろであります。

次に、昨年１２月補正分の進捗状況についてでありますが、横断幕等作成委託につきま

しては２月２７日に３月２６日までを履行期限とする委託契約を締結し、年度内の掲示に

向けて準備を進めているところであります。また、ＥＴＣ車載器搭載促進補助金につきま

しては、３月６日現在、３１件の申請を受け付けているところでもあります。

次に、オープンの時期についてでありますが、工事の進捗が影響するわけでありますが、

ネクスコ所管分の工事につきましては２月２３日に入札不成立となっていた工事の契約が

なされたことから、平成２７年度中のオープンに向けて必要な手続を順次進めているとこ

ろでありますので、現時点ではオープンの時期については未定となっているところであり

ます。

〇議長 東 英男君 病院事務局長。

〇病院事務局長 氏家 実君 （登壇） 今回の補正内容から相当厳しい経営状況になっ

ているのではないかということで、その要因ということでご答弁申し上げます。

初めに、入院収益でございますが、平成２６年４月に市立病院の経営形態を地方公営企

業法の全部適用へ移行したことにより、これまで以上に迅速かつ効率的な取り組みを行い、

１１月には回復期に相当する患者さんを対象とした地域包括ケア病棟を道内の自治体病院

では初めて開設し、この地域に不足している医療機能の充実を図ったところであり、徐々

に効果もあらわれてきているところであります。しかしながら、本年度の診療報酬改定に

つきましては、実質マイナス改定であったことや７対１看護配置基準の厳格化により在院

日数が減少したこと、医師数の減少、さらには手術件数が減少したことなどが要因で、延

べ入院患者数及び入院収益が伸びなかったと分析しているところであります。具体的に申

し上げますと、循環器内科など一部の診療科では増収となっているものの、内科、整形外

科、脳神経外科などの診療科において患者数及び収益が減少となっているところでありま

す。

次に、外来収益でありますが、平成２６年度の業務予定量の補正では年間患者数を６，

６００人余りの微増と見込んでおります。外来患者さんの待ち時間への配慮についても昨

年度から取り組んでおり、引き続き接遇の向上と創意工夫を図るとともに、近隣医療機関

との連携をさらに深め、紹介、逆紹介を増加させるなど、患者さんに安全で快適に外来を

受診していただける環境づくりを図ってまいりたいと考えております。

現在の市立病院の経営状況につきましては、ご指摘のとおり、非常に厳しい状況である

ことを病院職員全員が強く認識しております。１月からは病院事業管理者、病院長を先頭

に医師を含め職員一丸となり、増収、費用節減に対する取り組みを始めたところでありま

す。今後におきましてもさらに経営改善に関する取り組みを進めるとともに、患者さんに

とってよりよい医療環境を提供できるよう努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存

じます。
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〇議長 東 英男君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 補正の関係でいけば、プレミアム商品券の関係は、あとは予特で聞いた

ほうがいいような内容になってきていますね。ただ、大型店の関係なのですけれども、１

点だけ、今は商工会議所の会員が一応店舗としては対象ということで、前はたしかふくろ

うカードでしたっけ、何かがプレミアム商品券の対象店ですか、その使えるお店なのです

けれども、そこら辺は今までのプレミアム商品券とは少し違うのかどうかと、それから大

型店は今回使えるという可能性があって、大体どのくらいの店舗があるものなのかという

のをお伺いできればと思っています

あと、スマートインターの関係ですけれども、これはもう砂川市ではどうしようもない

ということになっている状態なのでしょうか。工事でいろいろなものは、ほぼ砂川市関係

では完了しているように、まだ一部舗装が残っているのでしたっけ。とにかくオープンの

時期がはっきりしないことには、せめて何月ぐらいとか、活性化策を考えるにしてもどう

にもならないのではないかなというふうに思うわけです。まず一番いいのはゴールデンウ

イーク前ですよね。これはもう完全にだめなのか、せめて今度は夏休み、その次は雪が降

る前、これによって全然最初の流れ方が違ってしまうなというふうに思うのです。これは

あくまでも砂川市にとってなのですけれども、これだけ頑張ってきていて、最後のほうに

なって何だかネクスコの流れがどんどん、どんどんずれていくと。ネクスコの入札を見て

いくと、工期が大体３００日というふうになっているものですから、その辺の情報という

のはあるのですか。ある程度、大体何月ぐらいなんていうことの、何回かそれぞれ関係団

体でも話し合っていると思うので、そういう情報すら今は何もないのかどうか。

１２月ではこの年度内で横断幕を、横断歩道橋だとか市役所庁舎だとかにかけるという

のですけれども、まずどうやってかけるかといったら普通でいけばスマートインター何年

何月オープンというぐらいにかけないと格好悪いではないですか。今の段階になっても２

７年度中開通なんていうのをかけると、かえって砂川市何やっていたのと思われかねない

のではないかと思うのです。ここまできてまだ年度中かということを宣伝するようなもの

で、私はやっぱりこの辺のところももっともっと考えながら、この先を進めていってほし

いなというふうに思うのです。

スマートインターの一つの流れの中で、委員会で聞いてもいいのですけれども、市内へ

誘導するための看板をかける予算が今回ありますけれども、これも何かハイウェイオアシ

ス館の中に掲げるという話ですよね。何でそんなところで、多分普通でいけばスマートイ

ンター出て、道道にぼんと出たところに大きな看板でも掲げて、こっち行ったら砂川市内

とか、そういうふうにやらなかったら、多分ハイウェイオアシス館の中といったら砂川コ

ーナーというところに置くのではないですか。入り口入ってすぐ左の目立たないところで

すよ。僕何回もあそこ行くけれども、本当に目立たない。あそこに置いてどうなるのだろ

うなというふうにも思います。せっかくならやっぱり目立つところに置いて、市内に誘導
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しないことにはどうするのだというふうに思うのですけれども、今後そういう動きがある

のかどうかお伺いをしたいと思います。

それから、病院事業会計のほう、局長さらっとごくごく冷静にお話をしていただいたの

ですけれども、僕は今こんな冷静な話ではないなというふうに思っているのですよね。私

は、今までいろいろな場面でキャッシュフローで病院会計はある程度計算していかないと、

これは市長も同じようによく言っていらっしゃいますけれども、平成２４年、２５年考え

ていくと、キャッシュフローで考えていくと２億、３億プラスになっている状況だったの

ですね。ところが、今回のこの補正ではそれこそ現ナマで６億、赤になっているわけです。

これは、ただ単純に入院患者が減ったとか診療報酬がということで済んでいられる問題な

のかどうかということだと私は思っているのですけれども、というのは、先ほど入院収益

の関係で、私は２５年度の決算と比較をしてみたのです。入院収益は２５年の決算と比較

すると約２億５，０００万下がっています。これだけで済めばいいのですけれども、とこ

ろが給与費、費用の関係でいくと給与費は２億７，０００万円逆に上がっているのです。

それと、材料費は若干上がる程度で今済んでいますけれども、もう一つ、経費が１億５，

０００万ほど、２５年度の決算から比べると上がっているのです。入院患者が少なくなっ

ているのに給与費が上がり、材料費が上がり、経費が上がっている。これを両方合わせる

とちょうど先ほど言った６億円ぐらいになるのです。だから、決して入院患者だけの問題

ではなくて、ほかにもっともっといろんな複雑な要因があるのではないかというふうに思

うのです。これまでなかなかキャッシュフロー的に赤を出していたことというのはない病

院でした。だから、現金預金が２４億もあって、これで何とか乗り越えられるなという状

況があったと思うのです。ところが、今はもう現金を食い始めましたね、これで。今回も

６億現ナマで足りないのだから、現金預金を崩さなければならないという状況になってい

ると思うのです。この要因をどこまでしっかり分析するかということをしておかないと、

こういう状況があと３年続いたら、うちはもう現金預金なくなります。それぐらい一度崩

れ始めたら一気にごろごろといってしまうような大きな病院だから余計怖いと思っている

のですけれども、もう少し今回の要因、全体的な要因というのをどこまで分析されている

のかをお伺いをしたいのです。

それから、ちょうどこの２６年度というのは、全部適用をしたその年です。今局長もお

っしゃって、それから病院事業管理者の小熊事業管理者もおっしゃっているのだけれども、

この全部適用することによって組織としての柔軟な対応力や迅速な実行力を強化し、患者

サービスの向上を図ることでというような話をされて、この全部適用ということがさらに

経営内容をよりよくすることなのだというふうにおっしゃっているのです。ところが、現

実的に見てみれば、それこそかつてないような収益状況の悪さということが、くしくも民

間並みの全部適用をしたその年に起こってしまっているということなのです。私は、本当

はここに病院事業管理者が……、病院事業管理者は経営のために置いているわけです。ほ
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かに院長先生もいらっしゃるわけなので、ここに来ていただいて、今回のこの事業内容が

たまたま今回診療報酬が下がったり、たまたま入院が下がっただけで、今後心配ありませ

んよと言ってもらえれば安心するのですけれども、しっかり事業管理者もここの答弁者と

して位置づけられているのですけれども、病院としては事業管理者にここに来て答弁をと

いうお考えは全くなかったのかどうかもあわせてお伺いをしたいと思います。

以上です。

〇議長 東 英男君 経済部長。

〇経済部長 佐藤 進君 まず、プレミアム商品券の取り扱い店の関係でご質問をいただ

きました。それで、この取り扱い店につきましても今まで会議所の会員というくくりの中

でさせていただいております。今回につきましても会議所のほうでいろいろご協議いただ

いておりまして、現在プレミアム商品券の取り扱い店が約８０事業所というようなことで

昨年もやっておりますけれども、これについても今回加盟店の拡大をしていこうというこ

とで会議所のほうでは協議していただいております。その中で、大型店、これにつきまし

ても現在会員になっていただいている大型店ございます。昨年あたりも大型店で会員にな

っているところで１店舗が取り扱い店、加盟店で参加しておりますけれども、ほかの会議

所に加盟している大型店、これらについても今回加盟店の拡大ということで会議所のほう

では検討していただいているところでございます。

次に、ハイウェイオアシス館の案内看板の関係でございますけれども、この駐車場にと

めていただいて、そして一番目立つところはやはりオアシス館の入り口、あの辺に看板と

いう部分も検討させていただきましたけれども、管理している会社のほうで館に物品等搬

入する関係もございまして、なかなかそのあたりは許可がされません。それで、今回ご案

内のとおりオアシス館の西側入り口ですか、ここに入ったところにスペースを設けていた

だいたということもございますので、そこに今回案内板を配置するという考えで進めてい

ますので、ご理解をいただきたいと思います。

〇議長 東 英男君 総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 スマートインターチェンジのオープンの時期についてでありま

す。

砂川市といたしまして発注する工事につきましては、今回も舗装工事あるいは附帯工事

が行われる予定ですけれども、こちらについては当初予算のほうに計上しておりますので、

４月に入りますとすぐに発注等の行為がなされると思いますので、ある程度早い時期には

完成するというふうに考えております。

ネクスコさん側のほうで行われる予定の工事については、３つのコースがありまして、

１つにつきましては７月の２８日が工期、もう一つにつきましては１０月２０日の工期と

いうふうになっております。先ほど１回目でご答弁させていただきました最後の工事につ

きましては、２月２３日に契約をしたということで私ども承っておりまして、これにつき
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ましてはネクスコの北海道支社管内の受配電自家発電設備更新工事の、その中の一つとい

うことで契約変更がなされたようであります。こちらの契約につきましては、工期は２８

年の１２月１７日となっているものでございます。私ども確認した範囲の中ではこれら請

負業者さんのほうでどういう日程で行うのかの協議がネクスコ側となされるということも

聞いておりますので、その中で早急な対応を図っていただけるのではないかというふうに

は思っておりますけれども、なかなかオープン時期を明らかにすることはできないという

ふうにネクスコ側のほうから聞いているところでございます。

あと、看板等につきましては、今後設置に向けて道路標識はつけられる予定になってお

りますけれども、看板につきましては道路用地の関係がありますので、なかなか設置は難

しいということで確認はとっているところでございます。

〇議長 東 英男君 病院事務局長。

〇病院事務局長 氏家 実君 何点かご質問ございました。そうした中で順次ご答弁申し

上げたいと思います。

まず、キャッシュフローの関係でございます。議員ご指摘のとおり、２４年度、２５年

度ということでキャッシュフロー自体がふえてきたと、そういったことは事実でございま

す。そうした中で、特に今年度のキャッシュフロー、今回の補正の関係でございます。補

正予算のキャッシュフロー計算書では、資金減少額が約７億７，０００万といったことで

なっていると。まずこの関係について若干ご説明申し上げますが、まず平成２６年度の決

算見込みでございます。ここでは３条予算、すなわち収益的収支で純損失としては約２９

億５，０００万円となると。そうした中で、現金を伴わない費用を除きますと純損益で７

万６，０００円と。４条予算、資本的収支では収支差し引き５億７，９００万ほどと。こ

の４条予算につきましては、当然黒字にならない会計でございますので、ここの部分では

５億７，０００万ほどのキャッシュが出ていくと。

そうした中にあって、実は平成２５年度に実施したハイブリッド手術室の増設工事がご

ざいました。でき上がったとき議員各位にごらんいただいたのですが、ここのハイブリッ

ド手術室の工事関係が３月末に完成したわけでございます。実質３月３１日でございまし

た。そうしたことから、この工事費約２億９，０００万円が未払いということで会計処理

してございます。さらには２５年度の補助金のうち、ハイブリッド手術室の関連で地域医

療広域連携推進事業補助金、これが約７，５００万、それと救急救命センター機能強化補

助金約３，０００万円といったほかに１件２０万ほどの補助金がございます。この約１億

円というのが未収金という形になっていたと。このことから、現金収支において平成２６

年度の３条、４条予算で現金を伴わない費用を除きますと約５億８，０００万円の現金が

支出されると。それに未払い金であったハイブリッド手術室の工事費分約２億９，０００

万円、これを合わせますと約８億７，０００万円の現金が減少するというようなことにな

りますが、そこに未収金となっていた補助金約１億がございますので、その分を差し引き
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ますと約７億７，０００万円ということで現金のキャッシュフローの計算書上はなってい

るということで、まずご理解いただきたいと思います。

それで、続きまして入院収益の関係で、決して私も淡々と答えていたわけではなく、非

常に危機感は抱いている中の一人であるということはご理解いただきたいなと思います。

特に入院収益の減収といった中で私たちも可能な限りを分析を進めた中では、特に内科の

減というのは先ほど来申し上げました。そうした中で、議員ご指摘のとおり２億５，００

０万というか、実質的に２億７，０００万ほどの減収と。消化器疾患の減というのが件数

的には最大の減と。さらには、腎、尿路系の疾患といったものが減になっていると。それ

とあわせまして整形外科の患者数の減、近年整形外科の手術件数が非常に多かったわけで

ございますが、ここが２６年度妙に減りまして、ここについては私も非常に疑問に感じま

して、実は隣町さんの病院にも行って状況をちょっと確認したところ、やはり隣町でもか

なりの整形の手術数の減といった状況下にあると。さらには、厚生病院を運営する厚生連

の方の幹部にもお聞きしたところ、やはり同様の傾向にあるといったところでございます。

さらには、脳外でも脳腫瘍の摘出術というのがかなり減っている。ここは非常に単価も高

い科でございます。さらには、心臓血管外科、ここにつきましては特にハイブリッド手術

室を使いましてからはステントグラフトで行う手術がふえ、開胸というか、胸を開く、す

なわち人工心肺を使う手術が大幅に減っていると。そういった関係で入院が大幅に減収し

ているといったところでございますが、実は全道の自治体病院もそのほとんどが経営がか

なり悪化しているというか、厳しい状況下にございます。特に入院患者数の減、さらには

在院日数の減、これらについては同様と。さらには、全日本病院協会というところがあり

まして、全国的なところでございますので、そこが診療報酬改定になった後に各病院に調

査を行ったと。それが実は公表されている部分がございまして、そういった中にあっても

特に経営が悪化しているというのが一般病棟のみの病院であるとか２００床以上の病院、

さらにはＤＰＣ病院ということで、それらの理由が急性期医療の関係での診療報酬の改定

に伴うものではないかということで分析がなされていると。そういったことで、当院にも

おおむね当てはまるのかなという気がしているところでございます。

それで、給与費の関係もご質問があったところでございますが、議員ご指摘のとおり、

給与費についても人数がふえておりますので、職員数の増に伴って対医業収益から見れば

４ポイントほど増していると。ただ、これについては、当然分母、分子の関係でいけば入

院収益、医業収益、単純に伸びなければこれはふえてくるのが当然のことながらあるわけ

でございます。しかしながら、ここの地域で当院が進めていく医療、こういったものを鑑

みた場合は必要な職種、必要な人数、こういったものは確保していかなければならないと

いう考え方でおります。ただやみくもにふやすということにはならない。やはりそこには

業務量なども十分検証しながら対応していく、そういった考え方でいることだけはご理解

いただきたいなと思います。



－38－

それと、経費の関係は、一般会計同様うちも莫大な電気料、ここは１つございますし、

さらには消費税の増税、こういったこと等で経費のほうはふえていると。そうした中では、

経費縮減に向けた対策につきましても各部署からどういったことが考えられるのか、そう

いったことを全職員一丸となって検討していくように、現在これらについても取りまとめ

をしている最中で、その後具体な検討に入るといったことで目下これの作業についても着

手しているといったことでございます。

それと、事業管理者についてのお話もございました。ここに来て答弁をしてもらえるの

かということで、きょうも実は外来診療に当たっているというのが事実でございます。そ

うした中では、毎週ではございませんが、おおむね月火というのは、外来診療は毎日でご

ざいますが、月火は外来診療に当たっていらっしゃると。そうした中では外来診療を終え

た後、北海道医師会の三役会なり、常任理事会等そういったことでまた出向かれることが

ありますので、ご本人は私には申していたのは、都合さえ合えば私は出ていくよというお

話が私にはあったといったことだけはこの場でお答えさせていただきたいなと思いますの

で、何とぞご理解を賜りたいと存じます。

〇議長 東 英男君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 スマートインターの関係なのですけれども、契約が、１本はもう１０月

２０日工期ということになっているから、夏では無理だということがわかりますよね。秋、

せめて雪が降る前なのか、下手すると、２８年の１２月なんていうのは全然これは違う話

なのだろうけれども、それはまとめて工事の中なのだから、なるべく急いでちょうだいと

いうことにはなるのでしょうけれども、もしかするともう雪降ってからのオープンなんて

いうことになりかねないのかもしれないなと今思っているのですけれども、何とかオープ

ンの時期を、冬になっても何でもまずは早く明らかにして、せっかくだから商店街や全市

を挙げてスマートインターによっての活性化というものを考えていかなければいけないの

だと思うのです。それが何か最初からいつになったら開通するかわからないような状況が

ずっと続いていくというのは全くよろしくないというふうに私は思っていますので、関係

機関と密接に、また強くお願いをしながら、早い時期にオープンをさせていただきたいと

いうふうに思っています。

病院の関係、いろいろ局長のほうからお話がありました。それぞれの病院が入院が下が

っているというのは、みんなが元気になって、病院に行かなくなったというのならそれは

喜ばしいことだし、仕方のないことです、病院にとってみれば。でも、決してそうではな

いのではないのかなというふうには思うのです。私が聞いている限りこの市立病院で３時

間、４時間待つのなら、交通費かけても札幌行ったほうがずっと早く帰ってこれるという

話も実際あります。これに関しては外来でしょう。ただ、外来で行ったまんまでそのまん

ま例えば札幌で入院したり、専門病院で入院したりするという可能性だって十分あると思

うのです。うちの砂川市立病院で患者の動きというのはどういうふうに見てとれるのです
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か。例えば紹介とか逆紹介でちゃんと書類が残っていれば、この患者さんはここからこっ

ちの病院に移ったのだなと。だけれども、どうも先生の対応悪いわとかという、それとか

もうちょっといい病院行きたいわといって最初市立かかっていた人がふっといなくなって、

ほかの病院に行ってしまった場合、これは把握は今できるのですか。できる状況にあるの

でしょうか。そういういろんなことがわからないで、どうやってこれを分析するのかとい

うことなのです。どこに無駄があって、どこにどうなのかというのは、一体誰がやってい

くのだろうというふうに思うのです。

以前この市立病院を建てかえるときに、私はぜひ第三者的な経営能力のある、あるいは

いろいろなことを分析できるコンサルを頼んだらどうだろうという話はずっとしていたこ

とがあって、ところが今の病院事業管理者、小熊院長さんは、そんなことでできるのだっ

たらどこの病院だって黒字になるわという話で、外部からのいろんな分析あるいは相談と

いうのは全くしてこなかったというふうに思っています。私は自分なりにルートを通じて

いろんなことを勉強させてもらったのですけれども、この地域の今後の人口の減少、高齢

化からすると、やっぱり病院の強み、弱みというのははっきりしていかなければならない

だろうし、患者の減少というのは確実に見ていかれるのだろうというふうに思うわけです。

あと、人件費の給与費の関係にしても、それは無駄な人を雇っているなんてとても言え

ませんし、そうではないことは信じます。ただ、去年よりも人件費が上がって、収益が落

ちてしまったときに、では全適の病院はどうするのだということなのですけれども、当然

今までだったら公務員として、今も公務員ですけれども、市の給与体系と同じ病院だった

のが一部適用ですよね。ところが、収益によって給料も上げることもできるし、下げるこ

ともできるというのが全部適用のことですよね。それを今市立病院はそういう選択をした

のですよね。だとすれば、来年からやれなんて言いませんけれども、もしもこれから収益

が下がり続けていったときに、人件費がこれだけあるのだけれども、この人たちすぐやめ

させるわけにいかないわけですから、あと何ができるかといったら給料をカットするしか

ないです、もし帳尻を合わせるなら。そういうこともこの全部適用ということはまさにリ

スクを伴った選択だったはずなのです。今そのちょうど入り口に差しかかってしまったの

かもしれない。この平成２６年度の補正予算がたまたまこういう悪い状況になっているの

だったら、それはそれでいいです。でも、覚悟として、そういう覚悟もあるのかどうなの

か。そうではなかったら全部適用したことって一体何だったのだろうと私は思うのです。

今局長がおっしゃったように事業管理者がいつここに来てもいいよとおっしゃるのだっ

たら、ぜひ一度この現状を経営の責任者としての事業管理者に生でしゃべっていただきた

い、私はそういうふうに思います。それが平成２７年度の新年度の会計でもいいですから、

ぜひそういうふうに、これは市長にもお願いしたいのですけれども、市長は病院の本当の

最大の責任者ですから、設置責任者です。ですから、この今の状況は、今までは市長も必

ずキャッシュフローで今の病院は心配ないのだと、市長になられてからそういうふうに言
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われていました。でも、間違いなくこの平成２６年度の補正予算は、市長、おかしいです

よね。今までとは流れが違いますよね。キャッシュフロー的に見ても私は違うというふう

に思います。同じ見方かどうかわからないけれども、市長はキャッシュフローを見るのが

得意な方だから、この変化は必ず気がついていらっしゃると思うのです。当然、市長は事

業管理者とは話もされていると思うのですけれども、この議会ででもぜひ病院事業管理者

の説明を受けて、それから心配ない、心配なら心配でもこれは公営病院としての名誉ある

赤字ということだってあるわけです。そういうこともやっぱりしっかり伝えていただきな

がら、患者さんにもう一回信頼を、患者さんが信頼してくれればまた病院に戻ってきてく

れる可能性だってあるし、この病院が転がり始めたら本当に、市長も前から言っていまし

たけれども、早いと思うのです。そのためにも今のこの現状を生かして、いい病院がまた

戻ってくるようにというふうに私は思うのですけれども、その辺全体のことを設置者であ

る市長にもお伺いをしたいと思います。今回のこの平成２６年度の補正予算を設置責任者

としてどういうふうに感じていらっしゃるのかお話をいただきたいと思います。

〇議長 東 英男君 市長。

〇市長 善岡雅文君 （登壇） 病院の赤字の額が大きいということで小黒議員が質問す

るのは、当然のことだなというふうに思っております。私も昨年９月か１０月ですか、収

支報告書を見て、随分今までと違うなと。ただ、私は診療報酬が改定されるという話を聞

いておりましたので、恐らく急性期も急性期でないところも一斉に赤字に落ちていくだろ

うなというのは当初から想定しておりました。ただ、うちの市立病院の今までもってきた

理由は、定数を満度確保できていない、いわゆる人件費が低いから黒字になっている部分

も実は正直言ってございました。それと、２７年が従来のいわゆる病院を建てた後の起債

の償還のピークだと。そこに現金が残っていればある程度キャッシュフローで生きていく

だろうと。ただ、先ほど事務局長も言っていましたけれども、その後またさらにいろいろ

投資をしたと、ハイブリッド手術室とか。それで、その山が少しずれて後半にいくと。だ

から、２７年がピークではなく、その後に何年間かのピークが続く、ここを何とか乗り切

ってくれればいいだろうなというふうに思っておりました。

医者、残念ながら内科の医師が３人減りました。１人で１億５，０００万円、２人で３

億、あとは研修医か何かですからどのぐらいいかれるのかちょっと計算できないのですけ

れども、そこで単純に落ちていくのと診療報酬で結構な額いくだろうというのは、いくの

でないかというのは私は懸念していました。ただ、いった額がほかよりも大きくて、道内

のセンター病院と言われるところと中小を聞きますと軒並み全部赤字にいっていまして、

診療報酬の影響はかなり大きいのだなと。

ただ、うちの病院は、今まで私が想定外だったのは２５年と２４年の黒字がすごく大き

かったと。何でこんなにふえるのだと。キャッシュフローで予定組んだときにはこうなら

ないはずだったと。その分析は本当は詳しくしてほしいのですけれども、手術件数がふえ



－41－

ているだとかそういうのがあったり、患者が来過ぎている、それで収益を上げている。今

うちの状態は過剰なのです。医者の勤務がちょっと、きのうも内科の医者と日曜日ですけ

れども、行って話ししてみたのですけれども、かなりやっぱり過剰勤務になっている状況

です。だから、稼いでいるというのもあるし、非常に難しいところなのですけれども、来

られた方からの評判、待ち時間が長いというのはそれによってうちが黒字になっている要

因も現実にあって、要するにうちのキャパシティー以上に、内科の医者も減ったのもあり

ますけれども、キャパシティー以上に患者が来ているということなのです。そこが悩まし

いところで、それをどっちをとるのだと。ゆっくり時間立てて短くできれば一番理想的な

のですけれども、そうでないところにうちの病院の難しさがあるのと、今の大学の医者の

教育状況からいくとこの近隣は、小黒議員も新聞等で見ていると思うのですけれども、も

っと厳しくて医者が抜けていくと。その中でうちの病院のあり方は、私はちょっと差しさ

わりがあってこれ以上詳しく言えないのですけれども、うちの病院の成り立ちと収益の関

係と、ほかの病院の関係とかのものを見て、私はもし来年も同じように大きな赤字になる

のだったらちょっと問題かなと。ただ、１年限りでは私自身は正直言って判断つかないと。

診療報酬の影響は全国の病院に影響したと。それ以外に手術をした云々というのは、ちょ

っと私は詳しく数字を見せてもらっていないけれども、それは一過性なのかどうかという

のは、２５年と２４年を見ると異常に上がってしまって、黒字にこんなになってはおかし

いのがなっているというのもあって、差し引きまだプラスで、単純には今年度限りで見る

限りはいいと思っているのだけれども、それが続くようだったら何らかの方策は、はっき

り言ってその分析はしっかりしていただきたいなと。そうでないと私が心配する最悪のパ

ターンのほうにいってしまうと、やっぱり病院の規模が大きいだけに簡単なものではない

というのがありますので、その辺は心配していますので、小熊管理者とも私個別に行って

いろいろ話ししているのです。その辺の分析をして、ある程度もっと説明つくような、わ

かりやすい言葉で説明できるような状況にはしたいなというふうに思っておりますし、小

熊管理者を出すのは、やっぱり私は稼いでいただきたいと。半分は医師会の業務に自治体

病院で行っていて、その合間で診療をしていると。診療するから１人工、０．５人工は院

長稼いでくれていますので、なるべくならそっちに専念してもらってやるほうがいいだろ

うし、事務局長はもう少しわかるような説明を分析をして、ここで言っていただきたいな

というふうにも思っております。

それできょうは理解していただければというふうに思います。

〇議長 東 英男君 病院事務局長。

〇病院事務局長 氏家 実君 何点かご質問あった関係で、まず当然のことながらこの地

域の人口が減少していくといった中で議員さんおっしゃった病院の強み、弱みと、こうい

った関係で、まさしく今ドクターに対しても当院の強み、弱みといったものも含めて対策

案といったものを提出いただいた中では、既に出てきたものについては平林院長のほうで
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内容を確認して進めさせていただいているといったところでございます。

それと、待ち時間が非常に長く、札幌に行かれているのではないかといったこと、ここ

の部分で把握できないのかといったご質問がございましたが、これを完璧に把握するとい

うことまでは無理でございまして、ただ紹介、逆紹介で診療情報提供書といったものを持

って当院に来たりしている患者はふえているといったことはございます。ただ、逆紹介と

いってもこれがうちのほうから全て大病院に送っているのではなく、地域で急性期を終え

てまた戻したりする場合には逆紹介と、こういった件数はふえているといったことでござ

います。そうした中では、待ち時間が長く、札幌に本当に行かれているのか、実際そした

ら何人いるのかということは、やはりつぶさには把握するのはできない。ただ、こういっ

たこともやはり家族の付き添いの関係からも含めればあるのかなということは私どもも考

えているところでございます。

それと、全適にした関係で、特に人件費がふえているので、収益が落ちたときに給与を

引き下げる覚悟はあるのかということでございますが、この関係でいえばやはり私たちは

今現在は収益が落ち込んできているといった中では何としても増収に向けて対策を強化し

ていくといったことが先であろうと。これは、先進的な病院の事例を見ても給与の引き下

げをして、後から回復してきたというのは本当に少ないところでございます。そういった

ことから、職員のモチベーションを保ちつつ、全職員一丸となって取り組んでいかなけれ

ばならないと。特に診療報酬というもので認められているものを可能な限り算定すると。

こういったことにより医療の質が上がると。そこの医療の質が上がるということによって

患者が集まってくると。そういったことが経営の基本なのかなということにもなりましょ

うし、健全経営への道なのかなと、そのようにも考えているところでございます。

最後になりますが、事業管理者にぜひ議会の場に来て事業管理者みずからお話ししてほ

しいということは、持ち帰って事業管理者に伝えさせていただきたいと、そのように考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長 東 英男君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で議案第１号から第６号までの一括総括質疑を終わります。

お諮りします。

ただいま議題となっております６議案は、議長を除く議員全員で構成する第１予算審査

特別委員会を設置し、これに付託して会期中審査を行うことにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。

◎休会の件について

〇議長 東 英男君 お諮りします。
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第１予算審査特別委員会における審査が終了するまで本会議を休会することにご異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、これで本会議を休会します。

◎散会宣告

〇議長 東 英男君 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれで散会いたします。

散会 午後 ２時０４分


